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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（白井二郎） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は26人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

〇議長（白井二郎） 本日諸般の報告については、

特に申し上げる事項はありません。

〇議長（白井二郎） 本日の会議は議事日程第２号

により議事を進めます。

◎日程第１ 一般質問

〇議長（白井二郎） 日程第１ 一般質問を行いま

す。

質問の順序は、抽せんにより東健而議員、佐賀

英生議員、工藤祥子議員、岡崎健吾議員、大瀧次

男議員、濵田栄子議員、鎌田ちよ子議員、横垣成

年議員、菊池光弘議員、石田勝弘議員、村中徹也

議員、浅利竹二郎議員、原田敏匡議員、中村正志

議員の順となっております。

本日は、東健而議員、佐賀英生議員、工藤祥子

議員、岡崎健吾議員の一般質問を行います。

◎東 健而議員

〇議長（白井二郎） まず、東健而議員の登壇を求

めます。10番東健而議員。

（10番 東 健而議員登壇）

〇10番（東 健而） おはようございます。久々に

トップバッターになりました市誠クラブの東健而

であります。

いよいよことしもクリスマスソングの鳴り響く

大みそかを迎えました。ことしは、子供たちの姿

が少ないせいか、少し寂しい気がいたしますが、

気のせいでしょうか。

さて、ことしの５月に闘病生活の生死の不安の

募る病床から開放され、あっという間に７カ月が

過ぎ去りました。県立中央病院に入院中は、市民

の皆さんには大変ご迷惑をおかけいたしました

が、今ようやく生きている実感が湧いているこの

ごろであります。今回は、退院後の３回目の一般

質問になりますが、議員としてこれからも力の続

く限り、皆さんのご期待に沿うよう努力してまい

りたいと考えていますので、ご協力とご支援のほ

どをよろしくお願いしておきたいと思います。

、 、それでは むつ市議会第234回定例会に当たり

通告どおり４項目の一般質問を行います。

まず、１項目めであります。むつ市文化賞等の

功労者の選定についてであります。

１点目、文化賞等の功労者表彰の選定基準と決

定について。毎年文化賞及び文化奨励賞の表彰が

行われています。本年も、その分野での活動が評

、 。価 認定された方々が推薦されて表彰されました

後に続く人々の励みにもなり、まことに喜ばしい

、 。限りであり 受賞者を深くたたえたいと思います

さて、この表彰者の決定は、むつ市表彰条例の

、 、規定するところによって 文化に関する分野では

同条例施行規則の別表に規定する基準に適合する

方々を担当する部長等が推薦書を提出し、審査会

の審議を経て決定される仕組みと承知していま

す。

しかし、このことのみによって選定する仕組み

には、市民に非常になじまない部分もあってか、

いわゆる極論を申せば、基準ありきで、人選され

る方々を行政側だけの眼鏡で見ているということ
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になっていないでしょうか。

また、経験と年数だけに重きが置かれてはいな

いかと評する市民の声もあります。画一的な基準

の簡略化を図って、規則は市民にもっとわかりや

すい記述にしてはどうかと考えますが、行政側で

はこのことについてどのように考えるかお伺いい

たします。

２点目、本年度の文化賞等の人数と功績につい

てであります。当市の人口は、激減と言っても過

言ではないほどの人口減少に見舞われています。

文化の功労者といえば高齢者が多いようですが、

このままでは功労該当者もいなくなるのではない

かと心配されます。今年度の功労者はどれくらい

あって、表彰者はどんな功労が評価され、何が認

められて表彰を受けたのか。また、きょうまで過

去５年間ではどれくらいの方々が推薦されている

のか、この審査段階で決定から漏れた方々がどの

くらいあったのかお伺いいたします。

また、審査会ではどのような審査がなされて、

その審査経過は記録されて公表されているのでし

ょうか。天下の直木賞などでは、マスコミに公表

されていますが、当市の場合はどうでしょうか。

３点目、埋もれた功労者の発掘についてであり

ます。一般市民が功労者を選ぶ機関に参加できな

いような規定になっていますが、行政側の判断だ

けで功労者が決められることは避けるべき時代に

入ったと思います。近くに功労者にふさわしいと

、 、思っている人がいた場合 誰かの推薦がなければ

その人の功績は埋もれて、認められずに終わって

。 、 、しまいます 功労者の発掘は 行政側だけでなく

もっと広げて市民の周りの候補者を一般推薦でき

る推薦枠の拡大を図るべきだと思いますが、いか

がでしょうか。

２項目め、国保の県への移管問題についてであ

。 、 、ります 当市の国保会計は 平成28年度決算では

。実質収支で１億7,853万円の赤字になっています

その結果、平成29年度では雑収入という架空財源

を充て、１億8,476万6,000円の繰上充用をして、

それをしのいでいる状況が続いています。

国保の財政が苦しいのは、今までそれを支えて

いた農林水産業や自営業者などが極端に減少した

ことが原因の一つであります。また、国保財政圧

迫は、今後医療費のかかる高齢者が多くなって、

それが中心となっていくため、国保財政はますま

す苦しくなり、破綻が目の前にあります。

このための対策として、国では運営主体を市町

村から都道府県へ移管しようとしています。自治

体の国保財政が破綻する前に、広域化でこの制度

を維持しようとする狙いがあるとされているので

すが、当市はこの国保の移管問題にどのような対

応を考えているのでしょうか。以下、疑問点４点

についてお伺いいたします。

１点目、国保移管の動向についてであります。

市町村の国保財政の悪化がマスコミに取り上げら

れるようになったのは、一昨年のことと記憶して

います。移管が来年度予算成立後の2018年４月に

決定し、当市でもこれに対応し、現在は知恵を出

し合い、思案と議論の真っ最中だと思いますが、

この制度移管の動向についてどうなっていくの

か、詳細がわかりましたらお知らせいただきたい

と思います。

２点目、保険税の一本化に向けた取り組みにつ

いてであります。当市でも当然この移管の協議に

参加していると思いますが、問題は市町村ごとに

保険税がまちまちで統一されていないことであり

ます。移管に伴い、青森県では市町村の保険税を

一本化に向け検討する動きがあると伺っていま

す。その場合、県全体での統一によって、保険税

負担の軽減につながるのであれば、広域化には賛

成ですが、値上がりという重圧になれば、市民を

苦しめることになり、慎重にならざるを得ないと

思います。保険税が今よりも大幅にアップされる
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ことはないか、見通しはいかがでしょうか。

また、国保税統一の問題に対して楽観視してい

ないか、この統一参加のメリット、デメリットを

どのようにお考えでしょうか。

３点目、国保税の徴収システムについてであり

ます。県へ移管になった場合、国保税の徴収はど

のようなシステムになるのでしょうか。今までど

おりに市で徴収するのか、県での新たな窓口に移

管となるのか、このシステムの詳細をお伺いした

いと思います。

４点目、保険証の交付や変更手続についてであ

ります。現在国民健康保険の制度変更について、

市民の理解はゼロと言っても過言ではありませ

ん。保険証の交付や変更手続など、市民に過度の

負担がかかったり、利用手続が煩雑になり混乱が

生ずることにならないか、その対策はどのように

なっているのかお伺いします。

３項目め、人口減少対策についてであります。

人口減少に対する問題は、我が国の最大の課題で

あります。どうして国の政治が、この抜本的な対

策を打ち出せないのでしょうか。都道府県や各自

治体も同様に、国の方針に従っているのみで、か

つての銀行がそうだったように、各銀行は独自性

を持たず収れん、淘汰されていきました。政治の

世界も護送船団で、国の言うことを聞いていれば

間違いないと考え、追随している今の日本の現状

は滑稽に見えます。政治に携わる者は、率先して

この難題に立ち向かうべきと考えますが、みんな

声を上げるのが嫌いなようで、避けています。こ

れが多くの国民不安を払拭できない理由ではない

でしょうか。

さて、国も県も雇用が回復していると盛んに宣

伝しています。しかし、これはワーキングプアの

フリーターやニートと言われていた人たちが減

り、その後の数少ない世代が低賃金の雇用に甘ん

じ、働いているからにほかなりません。配偶者を

得ることができない、子供が生まれない、子供が

誕生しても育児費用がかかる。そんな中で200万

円以下の所得で働いている若者が非常に多い。こ

の対策が急務だというのに、国では打つ手がない

のか、避けているのか、さっぱり進展がありませ

ん。

地方では、若者たちが激減しているのに、子供

たちがいなくなっているのに、知らぬふりをして

いるとしか言いようがありません。どうして我が

国最大の課題である人口減少対策を話したがらな

いのでしょうか。それは、誰もが安泰の上にあぐ

らをかき、何も考えようとしたがらず、さわらぬ

神にたたりなしと、面倒なことから遠ざかろうと

しているからではないでしょうか。また、誰もが

縮小する社会に希望を持てないと、社会参加を拒

んでいるからだと思います。

今の日本は異常です。そう思いながら、私はこ

の数十年を過ごしてまいりました。人口減少対策

は喫緊の課題と捉え、地に足のついた対策を講ず

るべき段階に来ています。

さて、過日11月７日、脇野沢地区で議会報告会

および市民との意見交換会を開催し、そこでは議

会報告の後、人口減少対策についてのテーマで議

論が交わされました。この中で私は、人口減少の

原因は何なのか、どうしてこうなったのかを話し

ました。皆さんは、興味があるようでしたが、余

りにも大きなファジーな問題で結論が出せるわけ

でもなく、それなりにまとめ、次の課題に入りま

したが、人口減少は地域社会を崩壊させるとした

意識は、皆さんと共有できたと感じました。

そこで、市長に次の３点について質問いたしま

す。

１点目、人口減少社会をどのように感じている

かということであります。人口減少に対する不安

が我が国全体を覆っています。これは、我が国全

体で共有している重要な課題だと思いますが、私
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たち議員でも、こういう形でなければ市長の所信

が聞けません。私自身も、今まで機会あるごとに

。 、これに関連する質問をしてまいりました しかし

有効な手段が見つからず、なかなか前に進まない

状態が続いています。

再度お伺いいたします。市長は、進行する人口

減少をどのように感じているのでしょうか。

２点目、人口減少の歯どめ策についてでありま

す。市長は、雇用問題や将来ビジョンに対する考

え方、行動を持って、いろいろと知恵を絞って頑

張っていますので、今さらながらの質問と思いま

したが、一向に進まない人口減少に対する歯どめ

をどうするのか、今後の施策と方向性をお伺いし

たいと思います。

３点目、旧町村部は限界集落の危機に陥ってい

るが、ということであります。人口の激減で、旧

町村部では危機意識と諦めが交錯し、活力が失わ

れてきています。いわゆる心の過疎ですが、若者

たちが故郷を離れていくのをとめることができな

いことは、今後の町や村の急激な衰退を意味しま

す。子供の数も激減、児童や学生の姿が見えなく

なっている地域も出てきました。限界集落に陥っ

ている旧町村部に対するご所見と対応についてお

伺いいたします。

４項目め、社会福祉対策についてであります。

平成24年の衆議院議員選挙のとき、自民党は社会

保障と税の一体改革を掲げ、消費税が５％から８

。 、％になったのはご承知のとおりであります また

ことしの選挙で待機児童の解消、高校までの学費

の無償化を掲げ 消費税がさらに2019年 平成31年、 、

の10月から２％引き上げられます。社会保障と税

の一体改革では、年々ふえ続ける生活保護者や介

護保険財政の逼迫、年金財政の圧迫などで避けて

通れなくなっています。また、学費の無償化の問

題も物価の値上がりが続き、子育て世代の生活費

がかさみ、さらに学費の値上がりが重圧になって

きているためで、対策は遅きに失した感がありま

。 、 、す 人口が減少していながら どこでも財政難で

我が国の将来は大丈夫だろうかと思わずにはいら

れません。

、 、そこで 難題な社会福祉の問題を少しでも理解

共有したいと考え、一般質問で取り上げさせてい

ただきました。

以下、４点について質問いたしますので、簡潔

明瞭なご答弁になるようお願いしておきたいと思

います。

１点目、社会保障と税の一体改革についてであ

ります。2014年に制定されたこの制度について、

もう３年がたちました。しかし、市民はおろか、

国民はその恩恵なるものをさっぱり実感できずに

いるのではないでしょうか。国保財政や介護保険

制度が悪化しているような感じが蔓延し、年金生

活者や生活保護世帯の給付金の値下げ、雇用が改

善したと言っていますが、その報酬に全く満足感

がありません。繰り返しますが、年間200万円前

後の収入で暮らしている人口が増加しただけで

す。人口が減っている分、雇用される人の数が恩

恵を受けているにすぎません。社会保障とは何を

指すのか、また税との一体改革とは何を根拠にし

たのか、現在制度とは逆の方向へかじを切ったよ

うで、この恩恵を受けていると感じている人はい

るのでしょうか。

当市のお年寄りたちの間では、デイサービスや

ショートステイなどの利用料が値上がりしている

のではないかと心配する声があります。年金の減

額で生活費が不足し、窮屈になり、その他いろい

ろな物の値上げに気づき、出費に対する節約傾向

に敏感になっているためだと思いますが、どうす

れば出費を抑えられるか、大変苦しんでいます。

年金生活者は、入る資金が減らされ、細々と暮

らしています。値上げはもうたくさんという声も

聞かれています。このことを市長はお気づきでし
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ょうか。市行政側にも応分の影響と理由があると

思いますが、市長はこの３年たった社会保障と税

の一体改革の問題をどのように受けとめているの

でしょうか、ご所見をお伺いしたいと思います。

２点目、介護保険制度の現状と介護従事者確保

。 、対策についてであります もらう年金が下げられ

介護保険の値上げで年金生活者が困窮していま

す。重度の介護を受けている人は別ですが、介護

度などの基準がきつくなり、比較的軽度の人は自

宅介護を余儀なくされているようです。

また、介護事業所の利益率が急落していること

が、過日10月27日の新聞に載っていました。これ

は、2015年度の介護報酬が３年で7.8％から3.3％

まで引き下げられたことによるとのことでありま

す。これにより介護従事者の待遇が悪くなり、介

護人員を確保するのが難しくなり、サービスの質

の悪化を招くおそれがあると懸念されています。

当市の今後３年間の新しい介護保険計画の策定に

当たっては、以上の観点を考慮した斬新な対策が

必要と思いますが、行政側ではこれをどのように

捉えているのかお伺いいたします。

３点目、通所介護やショートステイ利用者の意

識調査についてであります。私は、介護度３でも

満足なサービスが受けられない時代になったよう

に感じています。介護保険制度が後退しているの

ではないかと言っても過言ではないと考えていま

す。

社会保障と税の一体改革でもさわりを申し上げ

ていますが、この中で通所介護やショートステイ

を利用している人たちからも、問題があるのでは

ないかとの声が高まっています。生活費が心細い

ために利用料が高いのではないかと疑心暗鬼にな

っているようであります。そのため、３回のサー

ビスを２回にするなどの声を聞くと、利用者は相

当困ってきているように感じます。このような市

民の声を行政側ではどのように受けとめているの

かお伺いいたします。

４点目、薬の適正服用と薬剤費負担軽減につい

てであります。社会福祉の観点から伺いたいと思

います。

私は、昨年９月からことしの５月まで、県立中

央病院に入院していました。まだ時折再発予防の

、 。ため 約３カ月に１回の割で検査通院しています

帰宅後も病状のことや薬の服用と副作用などにつ

いて、いろいろな方々と話し合ったりしています

が、そのとき問題になるのは、受診し、もらった

薬の飲み忘れや、期限が過ぎたことによる薬の廃

棄処分であります。

私は、お年寄りの大方の人たちが病院から出た

薬を期限切れで飲まずに捨てていることがあるこ

とを知りました。近所でも大変な問題になってい

ます。薬を飲まずに、しばらくたつと、病状から

また不安になり、病院へ行き、再び医師に薬を所

望いたします。これは、飲んでも飲まなくても同

じだとする浅はかな自分に都合のいい解釈からの

行動だと思います。

この問題は、体調不良を訴える人がなくならな

い以上、どうにもならない問題だと思いますが、

ダブった薬の服用をどのように防ぐか、これは命

にかかわる重大問題であります。市では、直接的

に関与できない悩ましい問題だと思いますが、薬

剤師による指導やお薬手帳の活用など、お年寄り

や弱者にはきめ細かな配慮が必要になってきてい

ると思います。

以上のことから、地域の相談体制は現在どのよ

うになっているのかお伺いいたします。

これで壇上からの質問を終わります。

〇議長（白井二郎） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 議員の皆様、ラジオをお聞

きの市民の皆様、そして傍聴席にお越しの市民の

皆様、おはようございます。東議員のご質問にお
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答えいたします。

多岐にわたる質問でしたので、それにふさわし

、 、い答弁として １つずつさせていただきますので

少し長くなりますが、ご了承いただきたいと存じ

ます。

まず、むつ市文化賞等の功労者の選定について

のご質問の１点目、文化賞等の功労者の選定基準

と決定についてでありますが、むつ市表彰条例施

行規則の規定では、文化賞の表彰基準は「おおむ

ね満60歳に達した方で、かつ、学術、芸術の振興

に寄与したとして功労表彰等を受けた方のうち特

に著しい功績があると認められる方 「芸術的」、

技能が特に優れ、全国レベルで価値があると認め

られる方 「学術的に優れた研究、発明、発見」、

又は考案をした方 「優れた著作を刊行した方」」、

及び「その他特にこの賞を授与することが適当と

認められる方」の５項目を表彰基準として定めて

おります。

次に、文化奨励賞の表彰基準は 「全国若しく、

は県内の著名な機関又は団体において芸術的活動

をし、将来においても広く芸術及び学術等におけ

る活動が期待されると認められる方 「その他」、

特にこの賞を受賞することが適当と認められる

方」の２項目を表彰基準として定めているところ

であります。

このような表彰基準につきましては、むつ市表

彰条例施行規則の別表において、文化表彰に限ら

ず、表彰の種類ごとに表彰の要件、表彰の基準を

、 、詳細に記述しており 市民の皆様にとりましても

大変わかりやすく規定しているものと認識をして

おります。

次に、ご質問の２点目、本年度の文化賞等の人

数と功績についてでありますが、今年度文化賞を

受賞されました奥内歌舞伎保存会様につきまして

は、途絶えていた地域の伝統芸能を復活させ、そ

れを次代を担う子供たちとともに保存、継承し、

地域の伝統、文化振興へ大きなご貢献をいただい

たことにより、文化奨励賞表彰基準の全国もしく

は県内の著名な機関または団体において芸術的活

動をし、将来においても広く芸術及び学術等にお

ける活動が期待されることから、平成22年に文化

奨励賞を受賞されております。

さらに、この文化奨励賞受賞後も精力的に活動

をなされ、本年１月には20周年記念公演を盛大に

開催し、多くの市民の皆様に感動と喜びを与える

など、文化賞表彰基準の「特にこの賞を授与する

ことが適当と認められる」ことから、特に顕著な

ご功績として表彰いたしたところであります。

本公演には、私自身も一出演者として参加させ

ていただきましたが、下北文化会館の大講堂に埋

め尽くされた観客席のお客様方が、その演目に感

動する姿をつぶさに拝見をし、奥内歌舞伎保存会

様が果たしてきた文化振興の実績について確信を

持ちました。

また、同じく今年度文化奨励賞を受賞されまし

「 （ ）」 、た写真クラブ 瞬間 とき 様につきましては

継続的な美術展等への出展や写真展の開催など、

当市の写真文化、芸術の振興へのご貢献のほか、

写真というツールを利用して地域の魅力を発信す

るなど精力的に活動されており、表彰基準の「全

国もしくは県内の著名な機関または団体において

芸術的活動をし、将来においても広く芸術及び学

術等における活動が期待される」ことから、文化

奨励賞を受賞しております。

去る11月３日に行われました表彰式の後 「瞬、

間（とき 」に所属する皆様の作品を拝見し、そ）

れぞれの感性で下北の自然を写真というメディア

に切り取り、あたかも私自身が新しいふるさとを

見たような思いに至り、今後ますますの文化振興

に期待をせざるを得ませんでした。

次に、過去５年間における推薦件数等の実績に

ついてでありますが、推薦件数は、文化賞では合
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計８件、文化奨励賞では合計11件となっており、

そのうち審査会で見送られた件数は、文化賞で１

件となっております。

次に、審査経過の記録やマスコミ公表について

でありますが、審査経過につきましては、審査を

するうえで過去の事例も重要な参考事例となりま

すことから、記録し、保存しておりますが、結果

として表彰に至らなかった個人または団体につき

ましては、審査経過の公表は差し控えているとこ

ろでございます。

しかしながら、受賞されます個人または団体に

つきましては、功績などを市公式ホームページ等

でお知らせしておりますほか、記者発表をするこ

とにより、新聞などのメディアに取り上げていた

だき、広く市民の皆様へお伝えをしているところ

でございます。

次に、ご質問の３点目、埋もれた候補者の発掘

についてでありますが、当市の文化賞及び文化奨

励賞の選定に当たりましては、全ての部局、分庁

舎、行政委員会から推薦された候補者を外部有識

者６名に副市長と教育長を加えた８名の委員で構

成するむつ市文化表彰審査会での厳正な審査によ

り表彰者を選定しているところであります。

この外部有識者には、文化的価値や訴求力、教

育にどのような価値をもたらすかなど、さまざま

な観点から審査をしていただいております。候補

者の推薦に当たっては、各部長などが日ごろから

業務や行事のほか、新聞や専門誌等からの情報収

集、さらに市内各種団体からも情報提供をいただ

きながら表彰基準に照らし、総合的に判断して候

補者を選定しております。

したがいまして、まずはその推薦の段階から公

開情報を十分に分析をし、また各種団体からの意

見聴取を通じて、候補者が埋もれることのないよ

う措置を講じながら、さらにむつ市文化表彰審査

、 、 、会ではテレビ 新聞の代表者 文化団体の代表者

学校教育の代表者というそれぞれの分野で市民の

皆様を代表する方々のご意見を十分に踏まえて選

定をしておりますので、我々といたしましては、

毎年受賞にふさわしい方々が市民的な合意の中で

選ばれていると認識しておりますので、ご理解を

賜りたいと存じます。

次に、国保の県への移管問題についてのご質問

の１点目、国保移管の動向についてお答えいたし

ます。平成27年５月に成立した持続可能な医療保

険制度を構築するための国民健康保険法等の一部

を改正する法律により、国民健康保険については

平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体と

なり、市町村とともに国保の運営を担うことにな

ります。その目的は、財政基盤の強化等による国

民健康保険制度の安定化を図るものであり、この

法律に基づく措置として、国からの財政支援が拡

充されたことなどにより当市の国保会計が抱えて

いた累積赤字についても解消の兆しが見えてまい

りました。

現在この制度改正に向けて、県及び市町村の国

保制度改革ワーキンググループでの協議が継続さ

れており、当市では新たな制度に対応した平成

30年度国民健康保険特別会計予算の編成作業を進

めているところでありますので、ご理解を賜りた

いと存じます。

制度改正の内容、ご質問の２点目、保険税の一

体化に向けた取り組みについて、３点目、国保税

の徴収システムについて及び４点目、保険証の交

付や変更手続については、担当部長からの答弁と

なります。

、 、次に 人口減少対策についてのご質問の１点目

人口減少社会をどのように捉えているかについて

お答えいたします。人口減少は、当市に限らず多

くの地方自治体に共通する大きな問題であります

が、時代の大きな流れとして、今後もこの傾向は

続いていくものと考えております。
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当市の総人口は、国勢調査によると、合併前の

1985年には、旧４市町村の合計で７万1,857人で

あったものが、30年後の2015年には５万8,493人

まで減少しております。

また、将来推計についてでありますが、むつ市

、 、人口ビジョンにおいて 2040年には４万1,599人

2060年には２万8,508人まで減少すると推計して

おります。

地区ごとの人口の推移と将来推計につきまして

は、まずむつ地区についてでありますが、1985年

の４万9,292人が2015年には４万6,220人まで減少

し、2040年には３万3,472人、2060年には２万

3,485人まで減少すると推計しております。

次に、川内地区につきましては、1985年の

7,371人が2015年には3,906人まで減少し、2040年

には2,483人、2060年には1,562人まで減少すると

推計しております。

次に、大畑地区につきましては、1985年の１万

1,708人が2015年には6,844人まで減少し、2040年

には4,452人、2060年には2,846人まで減少すると

推計しております。

次に、脇野沢地区につきましては、1985年の

3,486人が2015年には1,523人まで減少し、2040年

には903人、2060年には508人まで減少すると推計

しております。

人口減少の進行は、地域経済の縮小、税収減に

よる行政サービスの低下、地域公共交通の衰退、

空き家空き店舗などの増加、地域コミュニティの

機能低下など、市民生活に大きな影響を及ぼすこ

とから、むつ市総合経営計画において、主要課題

「 」 、として 人口減少対策の推進 を位置づけており

行政だけでなく、市民の皆様や民間事業者の皆様

とともに協働しながら取り組むべき非常に重要な

課題と認識しております。

人口減少は、今日の我が国において避けられな

いものでありますが、この中においてもむつ市が

成長し続けるための鍵となるのが労働生産性の向

上であります。経済学の有力な説の一つとして、

人口の動向と経済成長は必ずしもリンクするもの

ではなく、１人当たりの労働者がつくり出す物、

すなわち一人一人が生み出す付加価値が高まれ

ば、人口が減少しても地域の経済は維持すること

ができ、さらに成長することができるとする考え

があります。

むつ市人口ビジョンにおいて、当市の労働生産

性について分析しておりますが、2012年における

１人当たりの労働生産性は、全国平均が501万

6,000円、青森県平均が349万1,000円に対し、残

念ながら当市は287万7,000円と大きく下回ってお

ります。

しかしながら、このことを私は大きなチャンス

だと前向きに捉えております。当市の労働生産性

が低いからこそ、青森県平均、全国平均へと近づ

けていく取り組みを戦略的かつ積極的に展開する

ことで、人口が減少する中においても、むつ市は

まだまだ成長できる、そう強く思うところであり

ます。

、 、次に 人口減少対策についてのご質問の２点目

人口減少の歯どめ策についてと３点目の旧町村部

は限界集落化の危機に陥っている点については、

、 。関連がありますので 一括してお答えいたします

先ほど申し上げましたとおり、人口減少対策の

推進につきましては、むつ市総合経営計画の主要

課題として位置づけ、また施策項目の第１に地方

創生を掲げ、その対策を進めることとしておりま

すが、これに先んじて対応する施策を具体化する

ものとして、むつ市まち・ひと・しごと創生総合

戦略を取りまとめております。

現在この総合戦略に基づき、国等からの支援を

最大限に活用し、将来にわたって活力ある地域社

会の維持、発展に向けて、地域の特性を生かしな

がら積極的に取り組んでいるところであり、当市
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では国が創設した全ての地方創生関係交付金制度

を活用し、平成27年度から今年度までの間で30も

の事業を展開しているところであります。

事業内容の一部を申し上げますと、例えば下北

ジオパークによる観光地域づくり、下北ＤＭＯ推

進事業は、下北ジオパークの取り組みと観光地経

営の視点に立った観光地域づくりを一体的に推進

するもので、ジオガイドの養成や下北ジオパーク

認定商品の開発などを通じて労働生産性の向上を

図り、将来の観光に下北ジオパークといった付加

価値をつけることで交流人口の拡大へとつなげ、

むつ市だけでなく、下北地域全体が将来にわたっ

て魅力にあふれる持続可能な地域へと成長するた

めの取り組みを進めております。

また 「むつ市のうまい三本の矢」による地域、

ブランド化推進事業は、当市水産物の海外への販

路拡大、大学、金融機関と連携をした一球入魂か

ぼちゃを用いた新商品開発、大湊海自カレーの開

発、普及促進などに取り組むもので、他に誇れる

むつ市のうまいのブランド化とプロモーションを

戦略的に展開することで労働生産性を高め、１次

産業従事者の所得向上や、それに伴う後継者不足

の改善、そして雇用の創出へとつなげていくこと

として、さまざまな事業を進めているところであ

ります。

なお、先ほど東議員から旧町村地区が限界集落

化しているとのご発言がありました。私が市長に

なって初めての議会でありますむつ市議会150回

臨時会での市長就任挨拶でも申し述べさせていた

だきましたが、川内、大畑、脇野沢地区それぞれ

の特性を生かしながら、しっかりとしたそれぞれ

の活性化を達成することが私に課せられた大きな

課題であると認識しております。その思いは、当

然ながら今も変わらず、ことし３月に策定いたし

ましたむつ市総合経営計画においても川内地区、

大畑地区、脇野沢地区の活性化を主要課題として

位置づけ、その対策に取り組んでいるところであ

ります。

例えば「＜まち・ひと・いるか＞イルカと人と

の共生によるふれあいビーチｉｎむつわんプロジ

ェクト」は、毎春陸奥湾に来遊するカマイルカの

研究や、教育への活用などを通じて郷土愛の醸成

や交流人口の拡大を図り、川内、脇野沢地区を中

心とした地域活性化へとつなげるものでありま

す。

その取り組みの一つとして 市の観光遊覧船 夢、 「

の平成号」を活用し、５月３日から６月18日まで

の47日間、イルカウォッチングコースを今年度初

めて実施をさせていただきました。これは、今ま

で着目をされなかった誇れる地域資源に付加価値

をつけて輝かせていくための取り組みでありま

す。

イルカウォッチングコースの乗客総数は736人

となっており、これだけで昨年１年間の「夢の平

成号」の乗客総数409名を大幅に上回っており、

交流人口の拡大を通じて地域活性化に寄与してい

るものと考えております。

このほか、ことしは「夢の平成号 、鯛島周遊」

コースも新たに加えたこともあって、10月までの

最終乗船人員は1,642名となっており、昨年の４

倍の実績を持っております。史上最高の乗船客数

となったことをこの場でご報告を申し上げたいと

存じます。

また 「脇野沢コミュニティセントーを核とし、

」 、た小さな拠点による脇野沢創生プロジェクト は

休館中の脇野沢温泉をただ単に再開させるだけで

はなく、地域住民の憩いの場へと再生するととも

に、地域の皆さんが自らの活動により住みなれた

地域で稼ぎ、暮らし続けるための拠点を目指すも

のとしており、それぞれの地域が元気になる地方

創生に向けた取り組みを積極的に展開していると

ころであります。こちらも国の支援を受けている
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ところでございます。

今後の施策の方向性につきましては、人口の減

少が進行する中においても、むつ市が将来にわた

って魅力あふれる地域としてあり続けるために特

に必要なことは、仕事づくりと誇れる地域づくり

だと考えております。仕事があれば、むつ市で生

活ができます。また、むつ市を誇りに思い愛着が

あれば、進学や就職などで一度はむつ市を離れて

も、将来的にはむつ市に帰ってきたい、そしてむ

つ市に貢献したいと思っていただけます。そのよ

うなサイクルを可能とする取り組みこそが必要で

あると考えております。

今後につきましては 「笑顔かがやく希望のま、

ち むつ」の実現を目指し、むつ市総合経営計画

やむつ市まち・ひと・しごと創生総合戦略におい

て目標として掲げた人口減少の抑制や、１人当た

りの市民所得の向上の達成に向けて、市民の皆様

や民間事業者の皆様と協働しながら、地域特性に

あわせた仕事づくりや、下北ジオパークなどの活

動を通じた誇れる地域づくり、これを初めとした

むつ市全体が成長するための取り組みをより一層

推進してまいりますので、ご理解を賜りたいと存

じます。

次に、社会福祉対策についてのご質問につきま

しては、担当部長及び健康づくり推進監からの答

弁といたします。

ただいま私の答弁の中の人口減少対策について

のご質問の１点目、人口減少社会をどのように捉

えているのかについての地区ごとの人口推移と将

来推計についてのところで、大畑地区の2060年の

人口を「3,846人まで減少する」と申し上げまし

たが 「2,846人まで減少する」と訂正させていた、

だきます。

もう一つ、むつ市人口ビジョンにおける当市の

労働生産性についての分析のところで、2012年に

おける１人当たりの労働生産性は、全国平均が

「510万6,000円」と申し上げましたが 「501万、

6,000円」と訂正をさせていただきます。

以上です。

〇議長（白井二郎） 民生部長。

〇民生部長（中里 敬） 国保の県への移管問題に

ついてのご質問にお答えいたします。

まず、国保移管にかかわる制度改正の内容につ

いてご説明いたします。国民健康保険は、国民健

康保険法に基づいて日本国憲法による国民の生存

権を保障する我が国の社会保障制度の根幹をなす

制度とも言える国民皆保険制度の最後のとりでで

あり、市町村が保険者として運営しているもので

ありまして、他の被用者保険と比較しますと、加

入者における低所得者の割合が高くなる傾向があ

ることから、これまでも恒常的に厳しい財政運営

を余儀なくされてきたところでありますが、近年

の少子高齢化による急激な人口減少や高齢者比率

の上昇に加え、医療技術の高度化による医療費の

増大や加入者減少による保険料収入の減少などの

構造的な要因を抱え、国保財政は危機的状況にあ

ります。このような背景から、平成27年５月に持

続可能な医療保険制度を構築するための国民健康

保険法等の一部を改正する法律が成立したもので

あります。

平成30年度からの制度改正の目的は、財政主体

を市町村から都道府県に移管することで国保の財

政基盤を拡大し、国保の安定運営を図るものであ

りまして、新たな国保制度は平成30年４月１日か

ら、都道府県と市町村がともに保険者として都道

府県単位で国保制度を運営していくことが根幹と

なっております。

現行の制度は、市町村単位で被保険者からの保

険税と国・県等からの公費で保険給付を行ってお

りますが、一方新たな国保制度では、都道府県に

も国保特別会計が創設され、市町村は保険税、基

盤安定負担金等の公費を財源として、都道府県が
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県内各市町村の被保険者数、医療費水準等を考慮

して算定した国保事業費納付金を納付することに

なります。

都道府県は、市町村からの事業費納付金、国か

らの公費、他の医療保険制度からの交付金等を財

源として、市町村に対して保険給付に必要な費用

全額を保険給付費等交付金として交付し、市町村

が給付を行うという流れになります。

また、保険税については、現行の制度では、市

町村ごとに保険給付費をベースに国・県からの交

付金等の税外収入を差し引いた部分を保険税必要

額として税率を決定し、保険税の賦課徴収を行っ

ておりますが、平成30年度以降は都道府県が県全

体の保険給付費をベースとして保険税必要額を算

出し、市町村ごとの被保険者数、医療費水準等を

考慮し、国保事業費納付金、標準保険料率を算定

して全市町村に提示することとなり、市町村は都

道府県から示された事業費納付金を納付できるよ

うに基盤安定負担金等の税外収入を考慮しながら

保険税率を定め、保険税を賦課徴収するというこ

とになります。

平成30年度に納付する事業費納付金の確定値に

つきましては、現在のところ県から示されており

ませんが、平成30年１月に提示される予定と伺っ

ておりますことから、その額を加味したうえで新

年度の国民健康保険特別会計の予算編成を行うこ

、 。ととなりますので ご理解を賜りたいと存じます

次に、ご質問の２点目、保険税の一本化に向け

た取り組みについてお答えいたします。現段階に

おきまして青森県では、各市町村において被保険

者数、その年齢構成、医療費水準に隔たりがある

ことから、保険税の統一は当面の間は難しいとの

見解であると伺っております。したがいまして、

県は各市町村ごとに標準保険料率を示し、市町村

ではその数値を参考として、市町村ごとに保険税

率を定めるということとなります。

現在、その標準保険料率が示されておりません

ので、新年度の保険税率についてはお答えできる

状況にありませんが、国の支援拡充の継続、平成

26年度及び平成28年度に行った国保税率の改正な

どによりまして、当市の国保会計の単年度収支は

安定した状況にあることから楽観視はできないも

のの、現段階においては税率の変更は要しないも

のと考えております。

次に、ご質問の３点目、国保税の徴収システム

について、４点目、保険証の交付や変更手続につ

いては関連がありますので、一括してお答えいた

します。

新制度におきましても、保険税の賦課徴収、保

険に係る各種手続、保険事業については引き続き

市町村が担うことになり、税の徴収、保険証の交

付や変更の手続については現行どおりの取り扱い

となりますので、市民の皆様に新たな手続上のご

負担をおかけすることはないものと認識しており

ます。

また 県単位化に伴い 現在保険証とは別に70歳、 、

から74歳までの被保険者に交付している高齢受給

者証でありますが、平成30年８月からは保険証と

一体化することになりますので、医療機関窓口で

の手続が簡素化されることになりますし、高額療

養費の該当月数が直近12カ月の間で４回以上とな

ったときに自己負担限度額が低減される多数回該

当の該当回数のカウントが各市町村単位から県単

位となることから、他市町村に転出なされても、

同一県内の移動で世帯構成に変更がない場合は該

当回数が引き継がれて、自己負担額の低減が図ら

れるなど、今回の県単位化が被保険者の皆様への

サービス向上につながる面もございます。

市といたしましては、今後も市民の皆様の健康

増進に寄与する保険事業を積極的に推進し、国保

運営に重大な影響を及ぼす医療費の適正化を図

り、安定した国保運営に努めてまいりたいと考え
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ておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（白井二郎） 保健福祉部長。部長、申しわ

けありませんが、申し合わせ時刻が迫っておりま

すので、答弁は簡潔にお願い申し上げます。

〇保健福祉部長（瀬川英之） 社会福祉についての

ご質問の１点目、社会保障と税の一体改革につい

てお答えをいたします。

平成24年度に行われた社会保障と税の一体改革

は、平成26年４月から消費税率を５％から８％に

引き上げることによる増収分を社会保障の充実、

安定化と、そのための安定財源確保と国の財政健

全化を目的としたものとされております。この改

、 、 、革により 消費税の使い道は基礎年金 老人医療

介護の高齢者３経費から、子育て、医療、介護、

年金の社会保障４経費、全世代対応型の社会保障

の財源として拡充され、平成28年度においてはむ

つ市に地方消費税交付金の一部として増収分４億

1,369万5,000円が交付され、各種社会福祉事業に

利用されております。

その一例として、子ども・子育て関係では、子

育て環境の整備のための市内保育園運営費とし

て、医療関係では、国民健康保険後期高齢者医療

の保険料の軽減対象の拡充に、介護関係では、介

護保険第１号被保険者の低所得者の保険料軽減事

業に利用されております。

高齢化社会の進展により、社会保障費がふえ続

ける中で安定的な財源を確保することができるこ

の制度改革は、その財源が多くの市民の皆様の生

活に影響する事業に利用され、全ての世代の方々

が安心して社会保障を継続して受けることができ

る、市民の皆様にとりましては、将来の安心につ

ながる評価できる政策であると認識をしておりま

すので、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、ご質問の２点目の介護保険制度の現状と

介護従事者確保対策についてお答えいたします。

介護従事者確保対策のご質問については、むつ市

議会第233回定例会において、鎌田議員の一般質

問で答弁させていただいておりますが、市内の介

護サービス事業者からの情報やハローワークの求

人情報等から介護人材不足、また介護人材確保が

困難であるという現状は認識をしているところで

あります。

、 、 、 、この現状を克服していくためには 国 県 市

事業者がそれぞれ役割分担をして、新たな入職者

の確保や介護分野への定着などの対策に取り組む

ことが重要であるとされております。

国は、介護従事者の所得の向上を目的とした処

遇改善加算措置を行うための介護報酬の改定を平

成27年度及び平成29年度に実施し、処遇改善の拡

充を行っているところであります。

また、市ではむつ市総合経営計画の施策内容、

高齢者福祉の充実の主要計画であります「地域包

括ケアシステムの構築」に向けた取り組みを行う

中で、住民等の多様な主体が生活支援の担い手と

なることなど、地域で支え合う体制づくりを進め

ながら、介護が必要な方に必要なサービスが提供

できる体制の整備に引き続き努めてまいりたいと

考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。

次に、ご質問の３点目、通所介護やショートス

テイ利用者の意識調査についてお答えをいたしま

す。介護サービスの利用について、今後満足のい

くサービスが受けられるか不安があるとの声をど

のように受けとめているかでありますが、市では

通所介護やショートステイの利用者に限らず、介

護サービス全般について課題の抽出、検討を行う

地域ケア会議を開催し、課題の整理を行っており

ます。

この会議では、ケアマネジャーなど直接利用者

に接する機会の多い職場の方々が参画しており、

この会議等を活用し、介護サービスに対する市民

の皆様の声を吸い上げ、利用者に適正な介護サー
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ビスができるよう常に検討を行い、施策に反映さ

せていただいております。

また、市では平成30年度から平成32年度を期間

とする第７期介護保険等事業計画を策定するに当

たり、市内にお住まいの65歳以上で要介護認定を

受けていない方、または要支援１、２の認定者を

対象とした日常生活圏域ニーズ調査や、在宅で介

護を受けている方を対象に在宅介護実態調査を行

うなど、介護サービスに関するニーズ調査を行っ

たところであります。

こうしたニーズ調査の結果や地域ケア会議で検

討された課題等につきましては、保健、医療、福

祉関係、各地区の老人クラブ等各種団体から推薦

されました委員の皆様で組織する介護保険等事業

計画策定委員会において検討していただき、計画

に反映させてまいりますので、ご理解を賜りたい

と存じます。

〇議長（白井二郎） 申し合わせの１時間となりま

すので、答弁は簡潔にお願いいたします。健康づ

くり推進監。

〇保健福祉部健康づくり推進監（徳田暁子） 薬の

適正服用と薬剤費負担の軽減についてのご質問に

お答えいたします。

高齢の方などが服用を忘れたり、決められた回

数で服用しなかったり、また自己判断で服用を中

断して残った薬を捨ててしまうなど、服薬管理が

できないことによって病状がよくならないばかり

か、薬剤費が無駄になっていることがしばしば見

受けられることは承知しているところでありま

す。

厚生労働省と日本薬剤師会では、適正服用のた

めの相談体制として、かかりつけ薬局の活用を呼

びかけています。地域のかかりつけ薬剤師・薬局

は、患者の薬や体質の情報を一元的に管理し、薬

の飲み方の助言をしたり、飲み残しがないかを確

認、必要に応じてかかりつけ医と連携し、多剤、

重複服用による副作用を防ぐなど、患者の健康管

理の支援に重要な役割を期待されているものと認

識しております。

そのような流れの中、青森県薬剤師会では今年

度県の補助を受け、ケアマネジャーとの連携でお

薬の管理など、お困りの患者の希望があれば薬剤

師が訪問する事業を行っているとのことですし、

むつ下北薬剤師会においても相談体制を強化し、

休日でも対応できるよう輪番制をとっているとこ

ろであります。

市といたしましても、市民の皆様が安心して薬

や健康の相談ができるよう、広報むつを初め、毎

年皆様のお宅に配布する健康づくりカレンダーで

も、かかりつけ薬局やお薬手帳の有効活用につい

て呼びかけをしているところであります。

今後ともむつ下北薬剤師会を初め関係機関のご

協力をいただくとともに、市の関係部署と連携し

ながら、市民の皆様の目線に立って周知を図るな

ど、いわば優しさでつながるまちづくりの輪が広

がるよう取り組んでまいりたいと考えております

ので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（白井二郎） 東健而議員に申し上げます。

申し合わせの１時間となりますので、この答弁

をもって終了させていただきます。

これで、東健而議員の質問を終わります。

、 。ここで 午前11時15分まで暫時休憩いたします

午前１１時０５分 休憩

午前１１時１５分 再開

〇議長（白井二郎） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎佐賀英生議員

〇議長（白井二郎） 次は、佐賀英生議員の登壇を

求めます。11番佐賀英生議員。
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（11番 佐賀英生議員登壇）

〇11番（佐賀英生） おはようございます。11番、

創世むつの佐賀英生でございます。むつ市議会第

234回定例会に当たり、通告に従いまして一般質

問させていただきます。理事者各位の前向きな答

弁をよろしくお願いいたします。

この年になってまいりますと、結婚式の案内よ

。 、り悔やみの席が多くなってまいります そんな中

久しぶりに結婚式の案内が届きましたので、埼玉

県の熊谷市まで、同級生の娘ということもあり、

また三男の同級生ということもあったので、女房

と三男と３人で行ってまいりました。

お相手の方が、曹洞宗の名刹の跡取りというこ

ともあり、曹洞宗関係の老師、禅師の方々が大半

だということを聞いたので、同じ禅宗の臨済宗の

一休禅師の「親が死ぬ 子が死ぬ そして孫が死

ぬ」の一句を話そうと当日まで決めてまいりまし

たが、招待者が俄然、予想以上に若い修行僧の方

々とお嫁さんの同級生が多かったので、急遽ブリ

ジット・バルドーの道の話に切りかえ、難を逃れ

てまいりました。

今まで一休禅師の句は、仲人をさせていただい

たときに１度だけ引用したことがあり 「死ぬ」、

という言葉を使ったと非難されぬよう、前段で祝

いの言葉であるということをお伝えし、話したこ

とが１度あるだけで、なかなか使うことができな

いので、自分の息子のときでも使ってみようと思

っております。

熊谷市での挙式ということもあり、全国に散ら

ばっている友達が久しぶりに集まり、大変楽しい

ひとときを過ごさせていただきましたが、必ず出

る言葉は 「大畑はどうなっているのか」という、

言葉で、現状を報告すると、皆一様にため息を漏

。 、 、らします そして 最後には私が悪いことになり

酒の勢いも手伝って、マイクの調子が悪いのも私

のせいだといじられてまいりました。

しかし、ふるさとを思う気持ちは誰しもが持っ

、 、ており 常に案じているのだなと感じるとともに

留守を預かり、住んでいる私たちは、より一層努

力し、頑張らなければならないと思って帰ってま

いりました。

また来年は、旧大畑町の行事でもありました関

東大畑会という関東に働きに行っている先輩方の

会が30周年を迎えるということがありますので、

何か一つ二つ明るい話題を持って参加したいと思

っているきょうこのごろであります。

それでは、通告に従いまして、２項目８点につ

いて質問させていただきます。

まず、１項目めの大畑地区の市営住宅について

お伺いをいたします。公営住宅、ここでは県営、

市営等を含めて「公営住宅」という文言を使わせ

ていただきます。公営住宅を建設した背景には、

戦後、空襲によってほとんどの都市は焼け野原と

なり、住む家は極端に不足してまいりました。

1951年、昭和26年、この住居を確保するため、市

、 。営 県営の住宅である公営住宅が建設されました

都市部では、コンクリート製で耐久性の高い建物

が設計されましたが、当時の財政事情から最低限

度の生活可能な木造の狭小住宅が最初に普及しま

した。戦災による420万戸とも言われる戸数を必

要とするからです。

その後、都市部は復興し、産業が起こり、若い

人々は、その仕事のために都市に居住を求めるこ

ととなりました。そして、高度成長期が始まり、

1956年、昭和31年に日本住宅公団が設立されまし

た。ちなみに、1950年にできた住宅金融公庫は、

高所得者層向けの持ち家取得資金を融資し、公営

住宅は低所得者向けの住宅を供給するという仕組

みで、ここで階層化された住宅供給体制が整備さ

れていったそうです。

都市部では、このころ７割弱が借家住まいだっ

たそうです。住宅供給制度を整備するとなると、
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さまざまな工法の模索や、設計の標準化、規格部

品の開発が行われ、従来の形から、食べるところ

と寝るところを分ける食寝分離型、また親と子供

の就寝空間の分離という形に移っていったので

す。

公営住宅も、従来の木造建築から、1970年代に

は耐火型へと移行していきました。また、1970年

代後半には庭つき一戸建てが多く建てられるよう

になり、狭いながらも庭に自然が残り、人気の住

まいとなり、郊外へ広がっていき、都心部はマン

ションや団地化が進み、さらに進化していったの

がニュータウン構想で、郊外に公園や商店、学校

などを備えた形態が全国に広がっていきました。

地方においても、東京オリンピックを前後し、

木造ではありますが、公営住宅が供給し始め、

1970代中盤には、簡易耐火型の２階建てスタイル

の住宅へと変わっていっております。

反面、大都会では、1980年代に入ると公営住宅

の建設は減少に転じ、2000年以降、住宅供給は民

間に委ねられております。

、 、むつ市に目を向けますと 市営住宅は前段同様

1963年あたりから木造住宅が供給され、1970年代

には簡易耐火型に移行し、現在は皆さん承知のと

おり、団地型と現代風木造へと変わってきており

ます。

人口減少とともに少子高齢化が進み、空き家も

多くなってきておりますが、市営住宅は築年数

40年を超えるところも多くなってきている今日で

は老朽化が顕著であり、利便性が失われつつあり

ます。

全戸の建て直しや大型改修は、財政上難しいの

は承知しておりますが、居住者に無理を強いるの

ではなく、少しでも快適に住んでもらうための施

策は必要かと考えております。また、コンパクト

シティの施策にも関連する事案と考えておりま

す。

以上のことを踏まえ、大畑地区の市営住宅につ

いて質問いたします。

１点目として、入居者の改善希望について、２

点目として、入居者希望数について、３点目とし

て、市営住宅の今後について、以上３点について

市長にお伺いをいたします。

続きまして、２項目めの教育行政についてお伺

いいたします。先般近川のいじめ防止宣言フォー

ラムに参加させていただき、児童・生徒たちの意

見を聞かせていただきました。意義のある意見が

たくさん述べられ、感心させられました。地域性

もあるかもしれませんが、皆が顔見知りで、家族

的なつき合いのある地域だということも感じら

れ、いじめはないと発表がありましたが、よしん

ば事例が発生したとしても、解決が早く済むので

はないかと感じられました。

一方、テレビで青森市浪岡の事件のドキュメン

タリーも深夜に放送され、いまだに納得のいく解

決がなされていないのだなということを思い知ら

されたものです。

相撲界に目を転じれば、巷間騒がれている事件

が毎日のように放送されておりますが、いじめと

いうものとはいささか違うものの、過度な指導や

上下関係の行き過ぎた行為は感心できない行為だ

と感じております。私も体育会系の出身なので、

上下関係や礼節は少しは承知しており、ある程度

理解はしておりますが、暴力に訴えるというのは

感心はできません。

話は戻りますが、新聞を見て、またぞろいじめ

に関し、自らが命を絶つという心の痛む事件が発

生しております。古くて新しい問題だと痛感して

おります。

前段で述べた一休禅師の「親が死ぬ 子が死ぬ

」 、そして孫が死ぬ ということがいかに大切であり

摂理であり、常識であるかということが必要とな

ってくるかと思われます。順番が違えば、これほ
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ど悲しいことはありませんし、親からすれば、何

事にも耐えがたい苦痛ではないかと感じます。

世の中100対ゼロということはないにしろ、限

りなくゼロに近づけるべく努力をすべき、万が一

発生したときは、迅速に対応し、最小限にとどめ

るべきと考えます。

お断りしておきますが、当市において何かあっ

て質問しているわけではなく、住民との約束事で

もあり、定期的に地域の皆さんに現状を知っても

らうことにより関心や興味を持ってもらうための

現状の質問であることで、他意はない質問である

ことをご理解願いたいと思っております。

以上のことを踏まえ、質問いたします。

１点目として、いじめ件数の昨年度との比較に

、 、 、ついて ２点目として いじめ防止対策について

３点目といたしまして、不登校の児童・生徒数の

昨年度との比較について、４点目として、不登校

対策について、５点目として、いじめ防止宣言フ

、 、ォーラムの継続について 以上５点につきまして

教育委員会委員長にお伺いをいたします。

以上で壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（白井二郎） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 佐賀議員のご質問にお答え

いたします。

まず、大畑地区の市営住宅についてのご質問の

１点目、２点目につきましては、担当部長からの

答弁といたします。

次に、ご質問の３点目、市営住宅の今後につい

てお答えいたします 現在市営住宅全20団地528戸。

の整備については、昨年度改定いたしましたむつ

市公営住宅等長寿命化計画に基づいて今後の整備

手法を計画しており、その中で外山団地につきま

しては、2026年度までの本計画期間以降に優先的

な建て替えを前提として、当面の間、適正な維持

管理に努めることとしております。したがいまし

て、本計画期間内は入居者の皆様にご理解、ご協

力をいただきつつ、良好な住環境の保持に努めて

まいりたいと考えておりますので、ご理解を賜り

たいと存じます。

〇議長（白井二郎） 教育長。

（遠島 進教育長登壇）

〇教育長（遠島 進） 佐賀議員の教育行政につい

てのご質問の１点目、いじめ件数の昨年度との比

較についてお答えいたします。

いじめは 「児童生徒に対して、当該児童生徒、

が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と

一定の人間関係のある他の児童生徒が行う心理的

又は物理的な影響を与える行為であって、当該行

為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じて

いるもの」と定義されております。また、どの児

童・生徒にも、どの学校でも起こり得るものであ

ることを十分に認識するとともに、適切で迅速な

対応と未然防止のための対策が必要となります。

当市におけるいじめ件数につきましては、昨年

度は20件、今年度は４月から11月末現在までで９

。 、件となっております 一昨年までのいじめ件数は

二、三件でしたが、軽微ないじめも積極的に報告

するようになったことから、件数は増加傾向にあ

ります。

なお、いじめ件数が増加傾向にあることは、そ

れだけ学校が積極的にいじめ問題に取り組もうと

しているあらわれであると認識しております。

次に、ご質問の２点目、いじめ防止対策につい

てお答えいたします。小・中学校では、各校で策

定した学校いじめ防止基本方針に従い、校長のリ

ーダーシップのもと、学校の実情に応じた取り組

みを推進しております。

具体的な取り組みといたしましては、１つ目は

教育相談の実施であります。学級担任等が定期的

に個別面談を行い、いじめの芽となる人間関係の

悩みや不安等を直接教師側へ伝えやすいように配
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慮して行っております。

２つ目は、いじめ等に関するアンケートの実施

であります。いじめの有無やいじめを目撃したこ

との有無等について、児童・生徒のプライバシー

に配慮したうえで、学期に１回程度実施しており

ます。

３つ目は、学校環境適応感尺度アセスの実施で

あります。これは、質問事項に回答することで児

童・生徒の環境適応感をはかるもので、孤立傾向

や人間関係のつまずきなどを把握する有効な手段

の一つとなっております。

一方、教育委員会といたしましては、むつ市い

じめ防止基本方針に基づき、広報、研修、啓発、

点検の４本柱で取り組んでおります。

広報活動としては、教育委員会で作成したリー

フレットを各小・中学校の教職員、保護者全てに

配布し、いじめ防止の周知を図っております。

研修活動としては、学校教職員を対象に、いじ

め不登校対策研修講座を開催し、いじめ防止のた

めの対策や対応に関する資質向上に努めておりま

す。

啓発活動としては、毎年11月をいじめ防止月間

とし、いじめを生まない学校づくりに向け、むつ

市いじめ防止宣言フォーラムを開催しておりま

す。

点検活動としては、むつ市いじめ問題対策委員

会を開催し、いじめ防止基本方針が適切に機能し

ているかなど、不断の見直しを行っております。

次に、ご質問の３点目、不登校の児童・生徒数

の昨年度との比較についてお答えいたします。不

登校児童・生徒とは、何らかの心理的、情緒的、

身体的あるいは社会的要因、背景により登校しな

いあるいはしたくともできない状況にあるため、

年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な

理由によるものを除いた児童・生徒であります。

当市における昨年度の小・中学校の不登校児童

・生徒数は50名でした。今年度は、４月から10月

末現在42名となっております。ピークである平成

22年度は100名の不登校児童・生徒でしたが、各

中学校ブロックごとで先生方が情報交換、情報共

有をし、きめ細かな対応をしていることに加え、

学校、家庭、地域が一体となった取り組みを行っ

たことで、ここ数年は半数以下で推移しておりま

す。

次に、ご質問の４点目、不登校対策についてお

答えいたします。市内小・中学校では、不登校児

童・生徒の減少に向けた取り組みを各校の実情に

合わせて行っており、児童・生徒の自己肯定感を

高める指導、楽しくわかる授業づくり、温かい人

、 、間関係づくりなどの予防に努めるほか 早期発見

早期対応に努めていただいております。

教育委員会といたしましては、各学校から要請

があった場合、担当指導主事や教育相談員を派遣

するとともに、さまざまな悩み事に対する相談窓

口であるむつ市教育相談室を設置するなどの対応

をしております。

また、不登校児童・生徒の学校復帰を目指し、

教育相談員や自立支援相談員６名による適応指導

も行っております。

次に、ご質問の５点目、いじめ防止宣言フォー

。 、ラムの継続についてお答えいたします 市内には

９つの中学校ブロックがあり、平成26年度から９

年かけて全ブロックで本フォーラムを開催したい

と考えております。５回目となる平成30年度は、

川内中学校ブロックで実施する予定となっており

ます。

これまでのフォーラムでは、いじめ防止の標語

コンクール、いじめ防止のテーマソング、いじめ

防止に関する行動宣言を採択するなどして、いじ

め根絶に向けた児童・生徒会活動に対する理解を

深めるとともに、児童・生徒をいじめから守り、

市民総がかりでいじめ防止に取り組むという意識
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の啓発を図ることができたと認識しております。

むつ市総合経営計画及びむつ市教育大綱におい

ても「夢を育む教育」を掲げ、生徒指導の充実や

豊かな心の育成に向け取り組むこととしているこ

とから、教育委員会といたしましては、今後も引

き続き各学校と連絡を密にとり、いじめの予防と

いじめの解消に努め、学校からいじめや不登校の

報告があった場合や保護者からの相談があった場

、 、合には 迅速かつ適切に対応してまいりますので

ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（白井二郎） 建設部長。

〇建設部長（光野義厚） 大畑地区の市営住宅につ

いてのご質問の１点目、入居者の改善希望につい

てお答えいたします。

大畑地区唯一の市営住宅である外山団地は、昭

和52年度から昭和55年度までの４カ年で簡易耐火

構造２階建て住宅７棟31戸を建設し、現在21世帯

の方が入居しております。建設から約40年近く経

過していることから、屋根、外壁、建物内部の設

備の老朽化が進んでおります。

修繕依頼に対する対応方法につきましては、入

居者からの連絡を受けてからできるだけ速やかに

担当者による現場確認を実施し、その後修繕業者

への発注を行い、現場作業となります。

外山団地の修繕実績としては、平成28年度は

18件、総額約215万円の修繕を行っており、主な

ものといたしましては、新規入居前の修繕、風呂

がま、トイレファンの交換等を行っております。

今後も引き続き入居者の皆様に対しましては、

迅速かつ丁寧な対応を心がけてまいりたいと考え

ております。

次に、ご質問の２点目、入居希望件数について

お答えいたします。外山団地における過去３カ年

の申し込み件数につきましては、平成26年度は３

件、平成27年度は４件、平成28年度は４件となっ

ており、合計で11件新規入居されております。

、 、新規入居された11件の年齢構成は 30代が２件

40代が１件、50代が２件、60代以上が６件となっ

ており、世帯構成としては単身世帯が７件、２人

世帯が２件、３人世帯が２件となっております。

また、今年度は５戸の公募を行っておりますが、

現時点での入居申し込みはありません。

以上でございます。

〇議長（白井二郎） 11番。

〇11番（佐賀英生） 答弁をいただきました。順番

にいきたいと思います。

市長から計画に沿って2026年以降、順次優先的

に直していきたいということでございますので、

ここら辺は了とさせていただきます。よろしくお

願いをしたいと思います。

まず１点目の入居者の改善希望 前年度は215万、

円でしたか、やってもらったということなのです

が、多分こういうのというのは予算が発生しよう

かと思うのですが、それを超えてもし直すという

場合は、例えば突発的なものでも、ちょっと次に

回ってしまうという理解でよろしいのでしょう

か。

〇議長（白井二郎） 建設部長。

〇建設部長（光野義厚） お答えいたします。

限られた予算の中で執行しておりますので、次

年度以降ということもあり得るかと考えておりま

す。

〇議長（白井二郎） 11番。

〇11番（佐賀英生） 外山団地に限ってお話をさせ

ていただきますと、あいているところもあるやに

今お話を伺いました。例えばそこのところが、今

住んでいるところよりもちょっといい、ちょっと

いいといいますか、もう少しつくりがいいと。な

おかつ清潔さがあったりなんかしたときは、入れ

かえというか、そっちに移るということも可能な

のでしょうか。そこら辺もお願いいたします。

〇議長（白井二郎） 建設部長。
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〇建設部長（光野義厚） 可能でございます。

〇議長（白井二郎） 11番。

〇11番（佐賀英生） そうすれば、そういうリクエ

ストがあったとすれば、そちらのほうに移ると。

ただし、１つ懸念するのは、何年住んでいないと

いうのもあろうかと思うのですが、不思議なもの

で住宅というのは、住まないと、何か異常に朽ち

ていくような部分があるやに聞いております、ま

た感じます。そういう場合、またそこを直して云

々という場合も出てくるかと思うのですが、それ

も例えば予算上のもので措置ができないとすれ

ば、後に置かれていくという考え方でよろしいの

でしょうか。

〇議長（白井二郎） 建設部長。

〇建設部長（光野義厚） 基本的には、状況により

ますけれども、そのようなことになります。

以上でございます。

〇議長（白井二郎） 11番。

〇11番（佐賀英生） わかりました。ちょっと場所

的にも、決して利便性のいい場所とは言えません

ので、また築年数ももう40年ぐらい経過していま

す。居住者のリクエストがありましたら、なるべ

く応えていただいて、やはり安心して住めるよう

な方向で努力していただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

次に、教育行政のことなのですけれども、ちょ

っと順番は逆になりますが、下から行きますが、

教育長は先ほどの答弁のところで、いじめ防止宣

言フォーラムのほうなのですけれども、９年かけ

て全ブロックの開催を目指していくと、現在５ブ

ロック目だということなのですが、そうするとあ

と４ブロック、どのような形に回るかは別といた

しまして、９年かければ、廃止にするのか、それ

ともある程度見直しをかけるのか、それともその

ときの状況において変化していくのか。現在のと

ころどのようにお考えなのかを、まずお聞かせ願

いたいと思います。

〇議長（白井二郎） 教育長。

〇教育長（遠島 進） お答えいたします。

現在のところ、９ブロックで実施するというよ

うな計画でございますけれども、それが終わった

ら、ではどうするのかというのは、そのときの状

況によりまして、また判断をするということにな

るだろうと思います。

以上でございます。

〇議長（白井二郎） 11番。

〇11番（佐賀英生） わかりました。ちょっと先の

話ですので、どのようにしていくのかなというこ

となものですから、それは当然状況によって、そ

の時々のものによって進んでいくと思いますの

で、それもよろしくお願いしたいと思います。

また、不登校のほうなのですけれども、いろん

な手を尽くしていただいているところもあると。

前々回も聞いていますけれども、聞けば約半数に

なってやっていると。この不登校に関しては、い

じめとの関連がある不登校生と見受けられるもの

があるのでしょうか、まずお聞きいたします。

〇議長（白井二郎） 教育長。

〇教育長（遠島 進） お答えいたします。

不登校は、まず何らかの心理的、情緒的、身体

的、あるいは社会的要因・背景により、その児童

・生徒が登校できないという状況にあるというこ

とでありますけれども、その背景としていじめや

発達障害、または虐待なども考えられます。その

ように、不登校の原因というのは非常に多様化が

進んでおります。そういうような状況であります

ので、したがいまして不登校といじめの関係性が

ある場合があるという認識のもとに対応していく

必要があるのだろうということでございます。

以上でございます。

〇議長（白井二郎） 11番。

〇11番（佐賀英生） わかりました。全然関係ない
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ということはないと思いますので、そこら辺のと

ころは注意して見守っていただきたいと思うので

すが。

例えば不登校の場合になりますと、私もＰＴＡ

で結構いろんな事例に当たって対処してきたわけ

、 、ですが そういうときの親御さんの対応ですとか

学校のほうの対応は大体理解できるのですが、例

えば教室に入れないですとか、そういうのもあろ

うかと思います。親御さんの対応と、そして例え

ば必ずしも学校に無理して来なくてもいいと、私

はそういうふうに考えるわけですが、教育長は、

必ず学校に来なくてはいけないとか、それとも来

る雰囲気をつくっていくのか、それとも家で学習

をさせていくのかという考え方について、２点ほ

どお伺いしたいのですけれども。

〇議長（白井二郎） 教育長。

〇教育長（遠島 進） 不登校の場合に必ず学校に

出席させるべきかどうかというようなご質問だっ

たかと思いますが、やはりさまざまな対応をして

いるのは学校へ登校させるための対応でございま

す。しかしながら、その子供にとって、それが必

ずしも適切な対応でない場合もあるかもしれませ

んので、それぞれの場合によって対応を慎重にし

ていかなければならないというふうに考えるとこ

ろでございます。

（ 親の対応も」の声あり）「

〇教育長（遠島 進） 保護者の対応ということで

ありますが、不登校児童・生徒と直接向き合って

いる保護者の不安というのは、そして悩みという

のは非常に大きいものがあると思います。時にそ

れが、そのことが児童・生徒の心身の状況に影響

を及ぼすということもあります。したがって、こ

うした保護者を支援して、家庭に対して直接的な

働きかけを行うことが不登校児童・生徒本人にも

間接的な効果を及ぼすものと期待されておりま

す。そのため学校では、保護者と児童・生徒の声

にじっくり耳を傾けて、担任や養護教諭が相談に

応じたり、必要な専門的相談の場を紹介しており

ます。

以上でございます。

〇議長（白井二郎） 11番。

〇11番（佐賀英生） ありがとうございます。この

いじめや不登校というのは、本当に古くて新しい

問題であって、なかなかなくならない。さっきも

壇上で申しましたが、100対ゼロというものは世

の中にはありませんが、極力ゼロに近づけていく

努力が必要かと思います。

学校の先生方ですとか、大変な部分かと思いま

すが、先ほど教育長の答弁の中にいじめの件数が

ちょっとふえていると。それは、軽微なものを含

めて先生方の対応が密になってきているのではな

いかと。私も大変結構なことだと思います。

やはり子供たちが学校の中で頼るのは、先生が

一番の頼るところかと思っておりますので、今後

ともそういう対応を続けていっていただきたいと

思います。まずは子供たち、生徒たちに寄り添っ

て、何とかその子たちが少しでも減るように、そ

して明るい青春時代を送れるように努力をしてい

ただきたいということをお願い申し上げまして、

質問とさせていただきます。ありがとうございま

した。

〇議長（白井二郎） これで、佐賀英生議員の質問

を終わります。

ここで、昼食のため午後１時まで休憩いたしま

す。

午前１１時４８分 休憩

午後 １時００分 再開

〇議長（白井二郎） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

（ 議長、議事進行、20番」の声「

あり）
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〇議長（白井二郎） 20番村中徹也議員。

〇20番（村中徹也） 会議が再開されたということ

で、議事進行を申し上げたいと思います。

我々議会議員は、日本国憲法があって、その下

に地方自治法があって、会議規則があって、条例

があって、その中で我々は行動しています。その

中の一つに、会議規則よりも下の規則に、むつ市

議会議員記章着用規程という決まりがあります。

この１条は、むつ市議会議員は議員バッジ、記章

を着用するものとすると。ところが、きょう朝か

ら着用しないでこの場におられる横垣議員がおり

ます。この規則に違反をしております。

よって、議長においては、本席から退場、注意

するなりの対処を求める議事進行を提出したいと

思います。よろしく取り計らいをお願いします。

〇議長（白井二郎） ただいま村中徹也議員より、

むつ市議会議員記章着用規程による記章を着用し

ていない議員がいるとの議事進行がありました。

この件につきましては、議会運営委員会に諮問

のうえ対処することにいたします。これにご異議

ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように措置いたします。

暫時休憩いたします。

午後 １時０２分 休憩

午後 １時２０分 再開

〇議長（白井二郎） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

ただいまの村中徹也議員からの議事進行につき

ましては、むつ市議会議員記章着用規程第１条及

び第２条の規定により、むつ市議会議員は、議員

章を左胸に着用することとされていることから、

本会議等の議会の公式な場においては議員章を着

用することが基本であると解釈することができる

と思います。

ただいまご指摘のあった横垣成年議員には、規

程の遵守に心を配るよう本席より厳重に注意をい

たします。今後十分に気をつけてください。

（ 議長、議事進行」の声あり）「

〇議長（白井二郎） 21番川下八十美議員。

〇21番（川下八十美） 貴重な時間、私の議事進行

を取り上げていただきまして、ありがとうござい

ます。

今の議会運営委員会の決定は尊重いたします

が、しかし議長、朝の開議の時点で、議長は横垣

議員の記章着用なしの状態で「26人で定足数に達

」 。しております という議長口述を出しております

ということは、横垣議員の議員としての存在、本

会議での出席を容認したことになるわけでありま

すので、この点については議会運営委員会でどう

お取り計らいいただいたのでしょうか。また、議

長の見解としては、定足数の問題についてどう解

釈されるのかご回答をお願いいたします。

〇議長（白井二郎） 暫時休憩いたします。

午後 １時２２分 休憩

午後 １時２６分 再開

〇議長（白井二郎） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

ただいまの川下議員の議事進行は、これで終わ

ります。

◎工藤祥子議員

〇議長（白井二郎） 次は、工藤祥子議員の登壇を

求めます。４番工藤祥子議員。

（４番 工藤祥子議員登壇）

〇４番（工藤祥子） 日本共産党の工藤祥子です。

むつ市議会第234回定例会に当たり一般質問を行

います。市長初め理事者におかれましては、前向
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きな答弁をお願いいたします。

まず第１に、平和行政について質問します。こ

としは、新しい歴史の幕あけを感じさせた出来事

が続きました。７月７日、ニューヨークで開催さ

れた国連会議で、核兵器禁止条約が採択されたこ

とです。人類史上初めて核兵器を違法化し、核兵

、 、 、 、 、器の開発 実験 製造 保有 使用などとともに

使用の威嚇も禁止されました。国連加盟国193カ

国の63％に当たる122カ国の賛成でした。122カ国

には、聞いたこともない国々も多く、かつて20世

紀には植民地であった国々が多く含まれていま

す。大きな国、大国が世界を動かす時代からの大

きな変化が起きています。

９月20日から、この条約の署名が国連本部で始

まり、初日だけで50カ国が署名しており、50カ国

以上による批准の90日後に条約が発効しますの

で、来年の発効が見込まれています。核兵器のな

い世界への巨大な変化への第一歩が踏み出され、

動こうとしています。

条約の前文には 「ヒバクシャ」という日本語、

が書かれ、唯一の戦争被爆国日本の被爆者が、こ

の条約採択に大きな役割を果たしたことがうかが

い知れます。

続いて、10月６日、ノーベル賞委員会は、こと

しの平和賞に、世界101カ国の反核平和運動が参

加するＮＧＯの連合体である「核兵器廃絶国際キ

（ ）」 。ャンペーン ＩＣＡＮ への授与を決めました

12月10日にノルウェーのオスロで行われる授賞式

には、ＩＣＡＮのメンバーとともに日本の被爆者

、 。の代表も参加し 演説をすることになっています

、 、 、そして ９月の地元紙には 小さな記事でしたが

青森市が平和首長会議に再加盟したという記事も

見かけ、平和首長会議について調べ、今回の質問

へと至りました。

ご存じのように広島市、長崎市は、1945年８月

、 、に原子爆弾の投下を受け 一瞬にして廃墟と化し

数多くのとうとい命を失いました。原子爆弾は、

戦後70年以上経過した現在も、放射線による障害

で多くの市民が苦しんでいます。このような悲劇

が二度と地球上で繰り返されることのないよう

に、広島市と長崎市の両市は世界に核兵器の非人

、 。道性を訴え 核兵器の廃絶を求め続けてきました

1982年６月、ニューヨークの国連本部で開催さ

れた第２回国連軍縮特別総会において、当時の荒

木広島市長が世界の都市が国境を超えて連帯し、

ともに核兵器廃絶への道を切り開こうと、核兵器

廃絶に向けての都市連帯推進計画を提唱し、広島

市と長崎市の両市長から世界各国の市長宛てにこ

の計画への賛同を求めたことが始まりで、この趣

旨に賛同する自治体で構成された機構が平和首長

会議です。

1991年に国連経済社会理事会のＮＧＯに登録さ

れています。掲げる目的は、その規約の中で世界

の都市が連帯して核兵器廃絶の市民意識を国際的

規模で喚起し、核兵器廃絶を実現するとともに、

人類の共存を脅かす飢餓、貧困、難民、人権の諸

問題を解決、さらには環境保護のために努力する

ことによって世界恒久平和の実現に寄与すること

としています。会長は広島市長、副会長は長崎市

長、その他アメリカ、イギリス、イラク、ロシア

、 。等 14の自治体の長が副会長に名を連ねています

構成は、世界7,514自治体、国で言えば162カ国で

す。総会は４年に１回、会費は１年に2,000円、

日本では全自治体の94.4％に当たる1,603自治体

が加盟しています。青森県内でも、40自治体のう

ち38自治体が加盟しています。

そこで、１つ目の質問ですが、ことしの核兵器

をめぐる国際的な動きへの感想も含めて市長のご

所見を伺います。

そして、むつ市としてもこの平和首長会議に加

盟して、世界の自治体と連携して、核兵器廃絶を

初めとする世界平和の実現に貢献すべきと考えま
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すが、いかがでしょうか。お聞きいたします。

第２に、就学援助制度についてです。昨年も就

学援助制度について取り上げましたが、学校教育

法第19条に基づいて、小・中学校に通う生徒の世

帯で要保護世帯と準要保護世帯に援助する制度で

す。今回も昨年に引き続き、準要保護世帯への援

助項目の一つである入学準備金について取り上げ

ます。

必要としている時期に援助を、という保護者の

声を受け、むつ市もこれまで７月支給だった入学

準備金をことしから入学前の３月支給にしまし

た。小学校で支給されていた６年生の児童が中学

校でも引き続きということで、中学入学前の支給

は各自治体でも広がりを見せているようですが、

小学入学時に保護者の負担が重いのは同じであ

り、必要としている時期に援助をという思いも切

実です。

ことし３月に文部科学省から各教育委員会宛て

に要保護児童生徒援助に対し、入学準備金を入学

前に支給が行えるように交付要綱を改正したとの

通知が出されました。このような前向きの流れが

ある中で、準要保護世帯に対しても、中学入学だ

けでなく小学入学前の３月支給に踏み出すべきで

はないでしょうか。お聞きいたします。

第３に、観光についてということで、川内川渓

谷遊歩道について質問いたします。紅葉した葉が

散り始めたころ、川内住民から 「遊歩道が通行、

、 」 、どめになったままだ どうするのか と訴えられ

見に行きました。過去の川内町議会だより、平成

３年、平成４年の議会報告を見ますと、総額３億

4,900万円余りがつぎ込まれた事業であったと書

かれていました。

遊歩道の距離は4.4キロ、歩いて１時間20分、

つり橋を含む３本の橋がかかっています。樹種が

多く、山野草も豊か、大滝、甌穴等の見どころも

あり、何よりも紅葉はきれいで、隠れた観光名所

と言われています。ふれあい温泉川内からあすな

ろ橋を渡ると、すぐ「通行どめ」の看板が立って

おり、去年の８月の台風以降、１年以上通行どめ

になっています。いつ復旧するのでしょうか、見

通しを示してください 「一部通行どめの箇所が。

あります」と書いてある説明文も中にはあります

が、広報の仕方が不十分ではないでしょうか、お

聞きいたします。

以上で壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（白井二郎） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 工藤祥子議員のご質問に、

市長バッジをつけてお答えいたします。

平和行政についてのご質問の１点目、ことしの

核兵器に対する国際的動向に関する所見について

でありますが、本事案は会議規則第63条第１項の

規定による市の一般事務に関する質問としてお答

えできる範囲を超え、国家の安全保障と外交に関

するもので、国の専管事項であると考えられます

ことから、この場でのご回答につきましては控え

させていただきたく存じます。

次に、平和行政についてのご質問の２点目、平

。 、和首長会議への加盟についてであります 本来は

シュチョウと読むのが正しいですけれども、一般

的な呼称としてクビチョウと答弁中は読ませてい

ただきます。

現在市長という立場で私が参加しているものと

して、むつ下北地域では下北地域広域行政事務組

合や下北医療センターの管理者を初め、下北５市

町村の首長と議長とで構成される下北総合開発期

成同盟会や、下北、上北地域の合計10市町村の首

長や議長、商工会長などで構成される下北半島振

興促進連絡協議会の会長のほか、下北地域の官民

50団体が連携して進めている下北ジオパーク推進

、 、協議会の会長 下北定住自立圏構想の中心市市長

下北地域全体の観光振興を目的とするしもきたＴ
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ＡＢＩあしすとの理事長、そのほかにもむつ地区

防犯協会会長や、むつ・大畑・東通地区沿岸防犯

協力会会長、むつ地区自衛隊募集事務連絡協議会

など、むつ市が事務局を担う団体だけでなく、警

察や自衛隊などさまざまな団体に関連する会の代

表も多く務めている状況にございます。

むつ下北地域以外の全国的な活動にあっても、

日本ジオパークネットワークの東北ブロック理事

や東北市長会の常任委員、教育再生首長会議の幹

事、全国市長会の評議員並びにまち・ひと・しご

と創生対策特別委員会委員、地域から森里川海の

つながりの回復に取り組む首長の会の発起人など

を務めているところであります。

いずれの会議におきましても、私の経験や考え

を申し述べることで、それぞれの団体の活動が一

歩でも前進できればとの思いから、単に会議に参

加するだけでなく、職責を全うすることで発言の

重みを獲得し、むつ市や下北を代表して積極的な

発言や行動を心がけているところであります。全

てにおいて、市長の立場としてしっかりと責任感

を持って活動しております。

これらの活動は、当市の特性を生かし、より発

展させようとするもの、また当市が抱える諸課題

の解決に向けて取り組んでいるものであります。

これだけの数の役職を担っているということ

で、私の業務量については十分ご理解をいただけ

るものと認識しておりますが、新たな役をいただ

いたとしても、十分にその務めを果たすことがで

きるような状況にはないと今現時点では考えてお

ります。

一方、平和首長会議への参加の有無にかかわら

ず、日本や世界の平和は全世界の誰もが願ってい

ることであります。この点、平和首長会議への参

加のみが平和貢献活動だとは私は考えておりませ

ん。例えば子供たちと姉妹都市交流で、米国ポー

トエンジェルス市に向かい交流を深めることや、

平和に貢献をいただいている自衛隊の皆様の活動

に深い理解を示し、隊員やそのご家族に寄り添う

対応を市として行っていくことも、またむつ市長

としての平和貢献活動だと理解をしております。

これらにより平和首長会議への参加は考えてお

りませんが、今後も市長としてでき得る限りの平

和への貢献を行ってまいりたいと考えております

ので、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、観光についてのご質問につきましては、

担当部長からの答弁となります。

〇議長（白井二郎） 教育長。

（遠島 進教育長登壇）

〇教育長（遠島 進） 工藤議員の就学援助制度に

ついてのご質問にお答えいたします。

小学校に入学する児童に対しても入学準備金を

入学前に支給すべきということですが、平成28年

度における当市の準要保護世帯への就学援助制度

の対象人数は、全児童生徒数4,404人中459人で、

就学援助費は総額で約4,280万円となっておりま

す。

認定基準といたしましては、市民税の所得割が

非課税であることのほか、所得者が無職となった

世帯、災害等で被災してから１年以内の世帯等が

あり、市民税が確定する入学後の６月に、これら

の基準をもとに認定作業を行い、７月に支給して

おりました。

そのうち中学生につきましては、今年度の新１

年生から新入学学用品費を入学前の３月に支給し

ているところであります。

一方、小学生につきましては、入学前に先ほど

ご説明いたしました認定基準となる市民税の課税

状況や世帯の被災状況等の把握が困難なことか

ら、入学前の支給には至っておりませんでした。

このような中、本年３月に国の要保護児童生徒

援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金

交付要綱の一部改正により、補助金の対象の範囲
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が従来の学齢児童・生徒に加え、就学予定者も対

象となったところであります。このようなことか

ら、本来、今回の改正は要保護世帯の児童が対象

ではありますが、準要保護世帯につきましては、

市の裁量により認定基準、援助費目などを定めて

実施できますことから、小学校入学時の市民税の

所得割を基準として、今後研究してまいりますの

で、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（白井二郎） 経済部長。

〇経済部長（三上達規） 観光についての１点目、

川内川渓谷遊歩道についてのご質問にお答えいた

します。

まず、復旧についてでありますが、川内川渓谷

遊歩道は、平成４年４月１日に供用を開始し、今

年度で25年を経過しており、木製の張り出し歩道

や落石防護柵など一部施設の老朽化が著しく、ま

た昨年８月の台風10号による被害により、張り出

し歩道から福寿の小径間で落石や土砂崩れがあり

ましたことから、遊歩道を利用される皆様の安全

を第一に考え、当該区間を通行どめとしておりま

す。

今年度、土砂の撤去作業を一部行ったところで

ありますが、落石や土砂崩れの規模が大きく、ま

た遊歩道沿いの崖ののり面の上方が崩れ、その後

も大雨が降るたびに頻繁に土砂が落ちてくる状況

となっていることから、通行どめを解除するまで

には至っておりません。遊歩道を利用される皆様

の安全を確保するためには、老朽化した施設の更

新を含め、相当大規模な改修が必要となりますの

で、改修時期につきましては、市全体の観光施設

の改修計画の中で調査研究してまいります。

次に、川内川渓谷遊歩道を今後どのように生か

すのかについてでありますが、むつ市では総合経

営計画において、年間観光入り込み客数100万人

という目標を掲げているところであり、川内川渓

谷は春、夏、秋と季節ごとにさまざまな花々が咲

き、また春もみじ、新緑、紅葉といった樹木の彩

りも楽しめるなど、自然を感じられる観光スポッ

トとして観光客が訪れており、目標達成に向けて

欠くことのできない施設であると認識しておりま

す。

また、川内川渓谷は、昨年認定を受けた下北ジ

オパークのジオサイトでもありますことから、ジ

オパーク観光の一環として、大滝を中心とした川

内川渓谷遊歩道のさらなる活用を図るため誘客に

取り組んでいるところです。

次に、ホームページやパンフレット等の記載に

、 、ついてでありますが 通行どめ箇所につきまして

地図で明示しておりますので、ご理解を賜りたい

と存じます。

〇議長（白井二郎） ４番。

〇４番（工藤祥子） 順番どおりいきませんが、３

番目から質問をしていきたいと思います。

川内住民ばかりではなく、旅行客の方からもさ

まざまな苦情の声が聞こえてきています。いつ開

通するのか、フクジュソウの時期にも密集地に行

けない、通行どめになって本当に残念だ、早く復

旧してほしい、このような声が上がっています。

そして、今大規模な土砂崩れが起きているという

ことなのですけれども、私遊歩道に入って歩いて

みましたが、木が一本倒れていて、大規模な土砂

崩れということが具体的に確認できなかったので

すけれども、どのような原因で通行どめになって

、 。いるのか もう少し詳しく答弁お願いいたします

〇議長（白井二郎） 経済部長。

〇経済部長（三上達規） 大規模な土砂崩れの箇所

でございますが、具体的にはあすなろ橋の上方、

北側の岩谷沢ダムとの間でございまして、こちら

について落石防護柵が、既存のものがあったので

すが、昨年８月の台風によりまして、その落石防

護柵が崩れまして、通行ができないほど遊歩道に

土砂が流れていると。また、斜面沿いの遊歩道で
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すとか張り出し歩道におきましても、防護柵のネ

ットの部分につきまして、かなり大きい、大きさ

でいきますと、幅が70センチとか、重さでいきま

すと40キロ、50キロくらいの落石が多数散見され

るというような状況でございます。この辺を直す

となりますと、先ほど工藤議員もおっしゃいまし

たとおり 当初設置したときには大体３億5,000万、

円というような施設でございますので、今観光施

設というのは市内でも大体38くらい管理しておる

中でいろいろ改修計画を考えるとなりますと、全

体の中で考えていかなければならないなというふ

うに考えております。

以上です。

〇議長（白井二郎） ４番。

〇４番（工藤祥子） 私が歩いた感じでは、防護柵

に小さな岩が落ちているということで、余り大き

な岩の落石というのは感じられなかったのですけ

れども、それは森林管理署のほうに要望して片づ

けていただいてと、そういうふうなことがあった

のでしょうか。

〇議長（白井二郎） 経済部長。

（ ） 、〇経済部長 三上達規 この場所につきましては

国有林でございまして、この遊歩道の設置につき

ましては、国有林の貸し付けを受けて市が設置し

て、その維持管理につきましては、市のほうで所

管するというようなことになっております。

〇議長（白井二郎） ４番。

〇４番（工藤祥子） 私も森林管理署に行ってきま

したけれども、確かに重機で１回片づけたという

ようなお話は聞いてきました。余り大きな崩れと

いうのは、私は感じなかったのですけれども、確

かに安全面でこのまま遊歩道を続けることができ

ないという、そういう判断のもとでストップさせ

たということだと思います。これは、仕方がない

ことなのですけれども。

もう一つ、広報の仕方ということで、いろいろ

ホームページをあけて見ますと、ただ「一部通行

どめ」と書いてある広報の仕方もありますし、あ

すなろ橋からフクジュソウのところまでが通行ど

めと書いてあるところがあります。でも広報の仕

方では、川内庁舎からもらったチラシが一番詳し

いのですが、インターネットのホームページでは

広報の仕方が本当に不親切だと思っています。で

すから、旅の方がいらしたときに 「本当に通行、

どめなんだね 「フクジュソウも見れないんだ」、

ね」というふうなことで苦情が出ていますので、

もう少し詳しい広報の仕方をすべきではないかな

ということを注文つけたいと思っています。

それから、就学援助制度についてに移ります。

今教育長から、就学予定者も対象ということで、

中学校入学のみならず、小学校のほうも前向きに

研究していただくという、このような答弁をいた

だきました。確かに市民税とのかかわりがあると

思いますけれども、幼稚園とか保育所に通ってい

る子供がほとんどという中で、通っていない子の

市民税等を調べたり情報を得るのは大変かと思い

ます。事務手続がふえるかと思いますけれども、

本当にお金が必要な時期に入学準備金をという、

そういう切実な父母の願いに沿った研究をしてい

ただきたいと思います。

それから、ある小学校に行って小学校入学の準

備金がどのくらいかかるのかということを聞いて

きましたけれども、学用品１セットで１万円ぐら

い、そしてウエアとか短パン一式で１万2,000円

ぐらい、それで２万2,000円ですよね。それにプ

ラス入学式の服、ランドセル、そのようなものを

含めると、最低でも５万円はかかるのではないか

という、そういう小学校の先生方の話でした。

私もお店に行って調べてみましたけれども、５

万円というのがまずほとんどですよね。ランドセ

ルの価格はほとんど５万円です。６万円以上とい

うのもたくさんあります。最低では３万円です。
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一番安いランドセルを探しても３万円です。その

ような状況の中で、今入学準備金が小学校では２

万円、中学校は２万3,000円、本当に実態と離れ

ていると思います。

ことしの３月に出された通知ですと、要保護者

に対する単価も約倍になっていますよね。でも、

その単価倍というのが準要保護のほうには反映さ

れていないので、確かに市の持ち出し等があると

は思いますけれども、これから単価の面でも、倍

とは言わないにしても、増額ということで課題と

して研究していただけないものかということにつ

いても答弁をお願いいたします。

〇議長（白井二郎） 教育部長。

〇教育部長（金澤寿々子） お答えいたします。

支給単価を国の保護児童の基準に引き上げるこ

とはできないかということだと思いますけれど

も、就学援助制度は平成17年度に準要保護世帯に

係る国庫補助が廃止されまして一般財源化された

ことに伴い、準要保護世帯に係る就学援助は市の

裁量により認定基準、援助費目など、その内容を

定めることとなり、当市でも独自の要綱を定め、

支給しているところでございます。

教育委員会といたしましては、現在の支給内容

を維持することを第一としながら研究してまいり

たいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存

じます。

〇議長（白井二郎） ４番。

〇４番（工藤祥子） 就学援助制度については、こ

れからの研究課題ということで、これからも研究

して、そして保護者の立場に立った前進を要望し

たいと思います。

平和行政についての再質問ですけれども、市長

の答弁は、今でも平和貢献をしているということ

と、それからさまざまな会長の責務を担って、こ

れ以上は本当に職責を全うできないというふうな

答弁でした。しかし、この平和首長会議は、また

独特のものがあると思うのです。唯一の戦争被爆

者日本が本当に今回の核兵器廃絶の条約採択に頑

張った、功績した、貢献したこの被爆者広島長崎

の声というもの、これを生かして世界が今動こう

。 、 、としています そして 多くの自治体が加盟して

この人類を滅亡させるにも等しい１万5,000発の

核兵器がある中で、今大きなうねりとなって運動

が盛り上がっています。その中で日本の自治体の

94％が加盟している。広島、長崎を持つ日本の国

として多くの自治体が加盟している。そして、青

森県の中でも加盟していないのはむつ市と東通村

だけなのです。そういう中で、本当に大きいうね

りの中の一滴として世界の自治体と連携をして加

盟していただきたいと思いますが、再度答弁をお

願いいたします。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

全国で94％の自治体が加盟していて、県内では

40自治体のうち38自治体までもが参加していると

いうことでありますけれども、私の基本的な考え

としては、自分自身で道をつくるのが、これが使

命であって、人の道をなぞり歩むことは私の本意

とするところではないというコンセプトで今市政

運営をさせていただいております。したがいまし

て、いろんな人が参加しているから私が参加する

ということは、これはまずありません。

そして、広島市の市長さんがニューヨークに来

た際に、私当時総領事館におりまして、この議論

をつぶさに拝見させていただいておりました。そ

の内容については、これは政府の中の議論ですの

で、ここでは紹介することはふさわしくないと思

っています。

ただ、平和への貢献というのは、私もその当時

外交官の一員として、領事として赴任しておりま

したので、少し申し上げさせていただければ、一

人一人ができることをその範囲でやるということ
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。 、だと私は思っています 例えば民間の方々の交流

そして地域の交流、我々は姉妹都市のポートエン

ジェルス市と交流を重ねております。そして、国

と国との交流があって、さらには平和貢献活動を

している方々への理解。当地には、海上自衛隊ご

ざいます。ソマリア沖アデン湾に「せとぎり」が

先週また旅立ちました。そこにどのような形で我

々が寄り添うのか。これもまた一つの平和貢献活

動だと私は思っています。

そして、その中で私がいつも思うのは、人と人

とのつながりというのは国と国のつながり、ある

いは地域と地域のつながりよりもより深いもので

あります。国と国というのは、これは利害でしか

対立しません。利害でしか関係を持てません。し

かも、国際社会ということの法秩序を考えれば、

強制力を持った法規というものはほぼ存在しな

い。合意は拘束する、パクタ・スント・セルウァ

ンダというような、そういう基本的なコンセプト

のもとで、関係各国の合意の中だけでしか物事が

動かないのが国際社会の基本的なルールでありま

す。

そして、人と人というのは、そういった利害を

超えて友人になり家族になることができる、そう

いう存在だと思っておりますので、私はこうした

活動、少なくとも今やっている活動としてはポー

トエンジェルス市との交流、さらには自衛隊に寄

り添う市政ということで平和への貢献活動をして

いきたいと思います。

したがいまして、この首長会議に参加するとい

うことではなくて、むつ市政を通じて世界平和に

貢献をしていきたいと、このように考えておりま

すので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（白井二郎） ４番。

（ ） 、〇４番 工藤祥子 平和への貢献の仕方としては

どうも私は消極的ではないかなという、そういう

感想を持ちました。今一人一人がと言いますけれ

ども、連帯してこのような大きなうねりをつくっ

てきた、そのうねりの中で、もっとこの核兵器廃

絶、そのうねりを大きくしていく、そういうチャ

ンスのときに市長が入らないというのは、加盟し

ないというのは、どうも本当に残念な気がいたし

ます。

そうですね、この首長会議というのは、国の考

え方、政策に違いがあっても、国境を超えて、思

想、信条、宗教の違いを超えてということで、世

界がようやく一つになって動き出しています。そ

ういう中で、むつ市の市政の中でやる、頑張ると

いうのは、少し規模が小さいのではないかなとい

うことで本当に残念に思いますけれども、これは

見解の相違で、それは仕方ありません。市長の理

由ということでお聞きしましたので、これ以上市

長には求めませんけれども、私としては本当に残

念な答弁だと思います。

そういう中で、私すごいなと思ったものをホー

ムページで見つけました。八戸市のホームページ

です。八戸市は、平和首長会議に入っています。

そして、八戸市のホームページで、ヒバクシャ国

際署名を市民へ紹介するページを作成して掲載し

ています。ホームページの掲載ページには 「国、

内外の世界のすべての人に対して、核兵器を禁止

し廃絶する条約を結ぶよう求める国際署名運動」

と紹介して、そしてインターネットで署名ができ

る外部サイトリンクもつくっていました。このよ

、 。うな八戸市の姿勢 私は本当に感動いたしました

それでも市長は独自の道を行くというふうな答弁

でしたので、それはそれで私はわかりました。

（ わかったんですか」の声あり）「

〇４番（工藤祥子） 違いがわかりました。

本当にちょっと不十分でしたけれども、これで

私の質問を終わります。

〇議長（白井二郎） これで、工藤祥子議員の質問

を終わります。
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ここで、２時15分まで暫時休憩いたします。

午後 ２時０７分 休憩

午後 ２時１５分 再開

〇議長（白井二郎） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎岡崎健吾議員

〇議長（白井二郎） 次は、岡崎健吾議員の登壇を

求めます。24番岡崎健吾議員。

（24番 岡崎健吾議員登壇）

〇24番（岡崎健吾） 本日最後の一般質問になりま

す公明・政友会派の岡崎健吾です。むつ市議会第

234回定例会に当たり、４項目６点について一般

質問を行います。

まず、質問の１点目、川内川の中州についてで

あります。２級河川である川内川は、下北半島の

西部に位置する縫道石山に源を発し、川内町の中

心部を還流して陸奥湾に注ぐ流路延長30.9キロ、

流域面積203.4平方キロメートルの河川です。川

、 、 、 、 、内地区は これまで昭和41年 43年 45年 46年

47年、そして昭和56年の集中豪雨や台風による川

内川の氾濫により家屋浸水や耕地の流出、また公

共施設等に甚大な被害をこうむってまいりまし

た。これにより、昭和57年から２カ年をかけて川

内川の大規模な河川改修工事が実施され、その工

事と並行して川内ダム建設のための調査が昭和

46年から開始されました。平成７年には、ダム周

辺整備事業を含む全ての事業が完成し、現在川内

地区は災害のない住みよい地域となっておりま

す。しかし、現在の川内川には中畑橋から上流

1.5キロメートル付近に中州ができ上がり、その

中州には繁茂する力が強い柳やニセアカシア、ハ

ンノキ等が自然植生し、中州が年々拡大している

状況にあります。このような状況を放置すること

により洪水の流下を阻害し、水位上昇を起こすこ

とに加え、河川巡視や施設点検等の支障になると

ともに、鳥獣のすみかとなり、日常生活への支障

となることが懸念されております。

地域住民の安心安全を守るためにも、河川を管

理する県に対して、撤去を含む早急な対処を要望

すべきと考えますが、市長のご所見をお伺いいた

します。

質問の２点目、バットの森づくりについてお伺

。 、いいたします 現在日本のプロ野球や実業団野球

大学野球で使用されている木製バットの材料であ

るアオダモはトネリコとも呼ばれるモクセイ科の

温帯性広葉樹で、北海道から九州まで広く分布し

ている落葉高木です。特に北海道に植生するアオ

、 、ダモは バット材として最良とされておりますが

成長が遅いなどの理由から、最近まで植林がほと

んど行われておりませんでした。そのため、現在

は小径木を保護しながらの計画伐採による資源量

の維持が行われておりますが、すぐれた性質を持

つアオダモを長期的に安定して供給することは難

しい状況にあります。

現在日本では、プロ野球を初め大学野球などで

木製バットを使用されていますが、今後アマチュ

ア野球などでも需要の増加が予想される状況にあ

ります。アオダモは、寒冷地であればあるほど反

発力と弾力性、耐久性にすぐれていることから、

北海道と近い気象条件を有する下北地域にはうっ

てつけの木材と思います。むつ市は、広大な林野

面積を有しておりますが、この一部を有効活用し

て、里山にバットの森をつくり、そこにアオダモ

を植林して、良質なバット素材を育成することが

できれば、将来的には市の大切な財源になると考

えますが、市長のご所見をお伺いいたします。

質問の３点目、学校体育施設開放事業について

お伺いいたします。文部科学省では、昭和51年度

から、学校体育施設を学校教育に支障のない範囲
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において地域住民のスポーツ活動に供する事業と

して学校体育施設開放事業を奨励、援助してきて

おります。これに基づき、むつ市においても体育

・スポーツ活動の普及振興及び子供の安全な遊び

場の確保を目的に市立学校の体育施設設備を市民

に開放するむつ市学校体育施設開放事業を現在実

施しており、多数の市民が参加をしております。

市内の小・中学校には、突発的な事故等に備え

て、心肺停止状態に陥った人に電気ショックを与

えて回復させるＡＥＤが設置されておりますが、

通常玄関周辺や職員室周辺に設置されている場合

が多いと認識しております。市内の小・中学校で

は、平日の夜間、そして休日には多くの市民が学

校体育施設開放事業で小・中学校の体育館やグラ

ウンドを使用しておりますが、いざというときに

備え、体育館やグラウンド使用者にもすぐにＡＥ

Ｄを取り出せるよう設置場所について検討すべき

、 。と思いますが 市長のご所見をお伺いいたします

教育についての質問の１点目、学校現場におけ

るＪアラートへの対応についてお伺いいたしま

す。ことし８月29日早朝のミサイル発射のＪアラ

ート発信は、ミサイルが日本の上空を通過する４

分前でした。市内には、防災行政用無線が鳴り響

き、携帯メールでも警報が伝わりました。決して

映画の世界ではなく、間違いなく現実の世界であ

りました。時間的にも、通学途中の児童・生徒も

いたのではないかと思います。その際、児童・生

徒はどのような行動をとったのでしょうか。どこ

かに避難をしたのか、また何が何だかわからず、

そのまま普通に登校したのでしょうか。心配した

のは、私一人だけではないと思います。

北朝鮮の金正恩委員長は、今回の発射は前奏曲

だと発言し、今後、いつ何どきにＪアラートの発

信があるのかわかりません。

Ｊアラートについては、11月14日に開催された

こども議会において、大平中学校１年の木村太一

君が一般質問で、弾道ミサイル発射に対する市民

一人一人の対応についてと、事前に家族で話し合

っておくべきことについてで質問をしております

ので、私は学校での指導方についてお聞きしたい

と思います。地震や津波などについての避難訓練

等は、学校でも実施されているとは思いますが、

Ｊアラート発信時の対応をどのように指導してい

るのか、教育委員会委員長にお伺いいたします。

教育の質問についての２点目、川内地区のスク

ールバスについてお伺いいたします。川内地区の

スクールバスは、昭和55年に町内の５つの中学校

が統合し、川内中学校として開校して以来、統合

中学校準備委員会から答申されたスクールバス運

行計画をもとに現在まで運行されてきておりま

す。この間、平成20年には、小学校の統合、平成

23年には川内小学校が川内中学校敷地内に新築さ

れ、遠隔地の小・中学生が一緒にスクールバスで

登校しております。しかし、統合時には、生徒が

定員近く乗っていたスクールバスも、37年後の現

在では、児童・生徒数の減少や小学校が中学校に

併設されるなど、スクールバスを運行する環境は

大きく変化しております。

これから迎える下北の厳しい冬を前に、児童・

生徒の通学の安全確保に不安を抱える保護者の方

々の声をよく耳にします。地域の通学状況を再度

確認することにより、児童・生徒の安全確保がよ

り一層図られると思いますので、保護者の方々と

スクールバスの運行についてぜひ協議していただ

きたいと思いますが、教育委員会委員長のご所見

をお伺いいたします。

教育についての質問の３点目は、就学援助につ

いてでありますが、この質問につきましては、工

藤議員の質問と重複しており、先ほどの答弁で納

得はいたしませんが、理解をいたしましたので、

省略をさせていただきます。もちろん答弁も要り

ません。
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以上で壇上からの質問を終わります。

〇議長（白井二郎） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 岡崎議員のご質問にお答え

いたします。

まず、防災についてでありますが、川内川の堆

積土砂につきましては、市といたしましても、こ

とし８月に現地確認を行い、河川管理者でありま

す青森県に対し、堆積している土砂の撤去を要望

しております。

県では、既に状況を把握しており、今年度川内

球場から下流の右岸側については、一部ではあり

ますが、撤去工事を実施しており、来年度も引き

続き実施する予定であると伺っております。

昨今の気象状況による集中豪雨等を見ますと、

市といたしましても、よりしっかりと防災対策を

実施していかなければならないと強く認識してお

りますことから、今後とも青森県に対し、河川等

の防災対策について要望してまいりますので、ご

理解を賜りたいと存じます。

次に、林業振興についてのご質問及びスポーツ

振興についてのご質問につきましては、それぞれ

担当部長から答弁をさせていただきます。

〇議長（白井二郎） 教育長。

（遠島 進教育長登壇）

〇教育長（遠島 進） 岡崎議員の教育についての

ご質問の１点目、学校現場でのＪアラートへの対

応についてお答えいたします。

８月29日の早朝に、北朝鮮の弾道ミサイル発射

に伴う最初の全国瞬時警報システム、いわゆるＪ

アラートが発信された際、教育委員会ではその日

のうちに各学校に文書を配布し、安全指導の徹底

について依頼いたしました。

主な指導内容につきましては、内閣官房「国民

」 、ポータルサイト に示されている情報を参考とし

第１に、自宅などの屋内にいる場合は、窓から離

れるか、窓のない部屋に移動すること、そしてテ

レビ等で最新の情報を得ること、第２に、学校に

いる場合は、教員の指示により迅速に校内の安全

な場所に避難すること、第３に、登下校中はでき

るだけ頑丈な建物の中に避難するか、物陰に身を

隠すか、地面に伏せて頭部を守るなどの避難行動

をすること、そして学校は状況に応じてメール配

信などで各家庭への連絡を行ったり、通学路の巡

視等を行ったりするなどでございます。

９月15日の早朝に２度目のＪアラートが発信さ

れた際には、朝の通学の時間帯でありましたが、

１度目のときに行われた指導が生かされ、児童・

生徒はミサイルの通過を確認したうえで、ほぼ混

乱することなく登校することができております。

一方で、教育委員会では、むつ市総合経営計画

及びむつ市教育大綱に基づき、６月から進めてお

りました学校危機管理マニュアルの改訂作業にお

いて、武力攻撃、弾道ミサイル等への対応を追加

しており、９月26日には市内全小・中学校から職

員を招集して、危機管理マニュアル説明会を開催

しております。その際、各学校の危機管理マニュ

アルを見直し、災害を含めたさまざまな状況に応

じて最適な避難行動をとることができるよう依頼

したところであります。

11月末には、県から新たに発行された避難行動

のリーフレットを送付し、最新情報を提供すると

ともに、冬休みの安全指導に関する通知にＪアラ

ートに関する対応を加えております。今後も児童

・生徒の命を守るための指導に最善を尽くしてま

いります。

次に、ご質問の２点目、川内地区のスクールバ

スについてお答えいたします。教育委員会では、

学校の統廃合により遠距離通学となる児童・生徒

の身体的、精神的負担の軽減を図ること及び通学

時の安全確保を目的に統廃合された学校の通学区

に居住する児童・生徒を対象とし、スクールバス
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の運行を行っております。また、義務教育諸学校

等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令にお

いて、適正な学校規模の条件として、通学距離が

小学校にあってはおおむね４キロメートル以内、

中学校及び義務教育学校にあってはおおむね６キ

ロメートル以内であることとされております。

遠距離通学とは、それ以上の距離と考えている

ところでありますが、統廃合により通学する学校

の変更を余儀なくされる児童・生徒につきまして

は、保護者からの要望を踏まえ、この適正な学校

規模の範囲内の通学距離であっても、スクールバ

スの利用を認めているところでございます。

このように、統廃合の際に保護者や地域の皆様

とご相談させていただきながら決定したスクール

バスの運行でありますが、少子化により児童・生

徒の減少など状況が変化しており、それは他の地

区においても同様となっております。

今後は、児童・生徒の安全を第一に考え、地域

の実情や保護者のご意見を伺いながら、スクール

バスの運行について改めて検討してまいりたいと

考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。

〇議長（白井二郎） 経済部長。

〇経済部長（三上達規） 林業振興についてのご質

、 。問 バットの森づくりについてお答えいたします

むつ市の市有林につきましては、戦後、杉を中

心に植林してきており、その面積は1,289ヘクタ

ールにまで拡大し、昭和30年代に植林した杉が現

在伐期を迎え、計画的に伐採しているところであ

、 「 」り むつ市総合経営計画の 森林資源の利用促進

に向け、木材の安定的な供給を図っております。

杉は、木造住宅の建築資材を中心に、家具、製

紙の原料パルプのチップ、木質ボードなど多種多

様な用途に使用することができるとともに、30年

から50年で伐期を迎え、成長が速く、経済性が高

いことから、国や自治体、民間それぞれにおいて

杉の植林が進められてきましたが、現在木材価格

の低迷等を考慮して、伐採後の市有林は大部分を

、 。天然更新とし 広葉樹林の形成を図っております

ご提案があったバットの森づくりですが、アオ

ダモは直径が大きくならない広葉樹で、一般的な

建築用材としての利用には不向きとされ、プロ野

球や大学野球用のバットの原材料の使用に特化し

た樹種でありますが、利用に適する直径20センチ

メートル以上に成長するのに100年を要すること

も少なくない樹種と言われており、北海道の胆振

地方や日高地方が主要産地となっております。

寒冷な気候である北海道において、アオダモの

植林活動が始められておりますが、それをもって

むつ市がアオダモの植林、生育に適しているのか

不明であり、またバットの原材料にまで生育する

のに長期間を要することを考慮すると、むつ市に

おける植林には困難が伴うと考えております。

さらには、北海道でアオダモを植林しているア

、 、オダモ資源育成の会はＮＰＯで 林野庁や北海道

北海道大学、一般社団法人日本野球機構、全日本

バット工業会など、産学官の関係機関の協力を得

て、連携を図りながら取り組んでいるところであ

、 、り 仮にむつ市でアオダモの植林を行うにしても

どういう体制で実施するのか、関係機関の協力を

得られるのかなど、さまざまな議論をしたうえで

初めて可能となる取り組みであり、現時点では慎

重な対応が必要と考えておりますので、ご理解を

賜りたいと存じます。

〇議長（白井二郎） 民生部長。

〇民生部長（中里 敬） スポーツ振興についての

ご質問にお答えいたします。

当市の学校体育施設開放事業は、現在小・中学

校22校のうち、11校で実施しており、平成28年度

では131団体、1,595名の市民の皆様に学校体育館

をご利用いただいております。

本事業は、学校教育に支障のない範囲で、学校
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の体育施設の効率的な利用を促進するもので、む

つ市総合経営計画に掲げたスポーツ活動の充実を

推進する事業であります。

議員ご質問のＡＥＤについてでありますが、Ａ

ＥＤは突然の心停止を起こして倒れた人の命を救

うことができる有効な医療機器でありまして、市

では小・中学校全校に設置しており、人目につき

、 、 、やすい玄関 職員室 保健室前廊下などに配置し

児童・生徒や学校利用者の皆様の万一の事態に備

えておりますが、施設管理上の問題から、学校体

育施設の開放時に使用が難しい状況となる場合が

生じておりますことから、市といたしましては、

市民の皆様の安全安心を第一に考え、ＡＥＤの設

置場所や緊急時の対応等について、教育委員会及

び各学校とも情報を共有して検討してまいりたい

と考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じ

ます。

〇議長（白井二郎） 24番。

〇24番（岡崎健吾） それでは、通告順に再質問さ

せていただきます。

先ほどの市長の答弁では、もう県と協議し、一

部撤去がされているみたいです。ただ、最近予測

不能な異常気象、爆弾低気圧、ゲリラ豪雨、いつ

下北でそういうのが起こるかわかりません。そう

なれば、早く撤去しないと、その中州に流木等が

堆積し、漁業が被害をこうむることも考えられま

すので、ぜひ早目の撤去を県にお願いしたいと思

います。

市長もご承知のとおり、川内川はシラウオとか

アユ、サケなんかも遡上する恵みの川となってお

りますので、特に撤去の工事に当たる際は、漁業

関係者等も入れて協議をしていただきたいと思い

ます。

次に、バットの森づくりなのですが、今部長の

ほうから100年かかるという話でした。私が調べ

た範囲では、バット材として使用できるには60年

から70年というふうになっているということで話

を進めているのですが、100年というのはちょっ

と私納得いかないので、後で私ももう一度調べて

はみますが……

（ 技術的な」の声あり）「

〇24番（岡崎健吾） もう一度、後で私確認したい

と思います。

ことし６月に策定されたむつ市長期総合経営計

、 、画・実施計画の中で 市有地の造林地においては

平成22年を初めとして伐期を経過した森林が出て

くるということが計画の中にあるのですが、何ヘ

クタールぐらいあるのかお聞きしたいと思いま

す。

〇議長（白井二郎） 経済部長。

〇経済部長（三上達規） 市有林におきまして、伐

期を経過した造林地の面積は834ヘクタールと見

込んでおります。

〇議長（白井二郎） 24番。

（ ） 、〇24番 岡崎健吾 834ヘクタールといいますと

かなりの大きさになると思います。先般国では、

高齢化や担い手不足で手入れの行き届かない森林

の整備に2019年度から年数百億円を自治体に配分

する方針を固めたという報道がありました。また

林野庁も、市町村が間伐を代行したり、意欲のあ

る林業経営者に管理を委託する森林バンク制度を

2019年度から始めるという報道もありました。こ

のような制度を使って、補助金もあるわけですか

ら、そのバットの森づくりに何とか活用できない

かと思うのですが、いかがでしょうか。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

バットの森というこのアイデアですけれども、

非常に斬新で、私もおもしろいなと思いました。

例えば今メジャーリーグに行く大谷翔平さんなん

かが、例えばです、むつ市でつくられたバットを

持っているということであれば、これはむつ市の
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子供たちの誇りにもなりますし、地域としてもま

た一つメジャーリーグを見るきっかけにもなるよ

うな気がします。

ただ、先ほど来答弁しておりますとおり、バッ

。ト材として評価するのに長ければ100年かかると

これは、長ければです。ですから、60年、70年で

できるものもあります。ただ、60年、70年という

人の一生ぐらいの分かけて、これから試験的にや

るといっても、これ単に補助金の話だけではなく

て、その継続的な体制の中でしっかりとやってい

かないと物にはならないというふうに思っていま

す。ですから、例えば先ほどご紹介した北海道の

例でいきますと、林野庁、それから北海道、道で

すね、それから大学、さらには日本野球機構、さ

らに全日本バット工業会、こういう形で産学官連

携して一体となる体制をつくって初めて私はでき

ることだと思いますし、そういった体制のない中

でやったとしても、なかなかこれはうまくいかな

いのではないかというのが今の時点での我々の判

断でありますので、その点についてはご理解を賜

りたいと存じます。

〇議長（白井二郎） 24番。

〇24番 岡崎健吾 よくわかりました ただ 20年（ ） 。 、

ほど前に、川内のある会社が川内地区にこのアオ

ダモを植えています。恐らく森林組合に行けば、

場所とかそういうのがわかると思いますので、ぜ

ひ一度現地に足を運んでいただいて、状況を見て

いただきたいと思います。

次に、学校体育施設開放事業についてお伺いい

たします。先ほど教育委員会、学校当局とも検討

するということでありましたが、できることであ

れば、それこそ市の予算で別に体育館等に置いて

いただきたいのですが、なかなか予算的な問題も

、 、 、ありますので 先ほど部長が言ったとおり 学校

教育委員会、そして検討するのであれば、関係団

体の人も中に入れて検討をしていただければなと

思います。

ところで、これまで学校体育施設開放事業をし

ている中で、救急搬送をされたという事例はある

のかどうかをちょっと確認したいと思います。

〇議長（白井二郎） 民生部長。

〇民生部長（中里 敬） お答えいたします。

緊急搬送された事例はなかったかということで

ございますが、学校体育館利用者には、開放施設

利用心得をお渡しし、緊急時には消防署、むつ警

察署、市民スポーツ課に必ず連絡するよう説明し

ておりますが、これまで救急搬送の連絡を受けて

おりませんので、事例はないものと認識しており

ます。

〇議長（白井二郎） 24番。

〇24番（岡崎健吾） 救急搬送された事例はないと

いうことですが、それでも万一に備えて学校体育

施設開放事業で体育館等を使用している団体の責

任者等を対象とした救急救命講習や応急手当等の

講習会は、私は必要ではないかと思いますが、ど

うでしょうか。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

万が一に備えるということは、非常に重要なこ

とであると私も認識しておりまして、その点につ

いては岡崎議員と全く同意見でございます。

我々といたしましては、下北地域広域行政事務

組合消防本部におきまして、９月の救急医療週間

に開催している普通救命救急講習会や団体、個人

の申し込みに応じて随時開催しております講習会

等で心肺蘇生法やＡＥＤの使用方法等を指導して

おります。ですから、こういったところを上手に

活用しながら、各団体が万が一に備えるというこ

とが重要だと思いますので、その点についてはご

理解を賜りたいと存じます。

〇議長（白井二郎） 24番。

〇24番（岡崎健吾） 講習会等をやるときは、ぜひ
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関係団体等にも十分周知をしていただきたいと思

います。

次に、Ｊアラートについてなのですが、学校の

。 、教育委員会の対応はよくわかりました ただ１つ

Ｊアラートだけでなく、例えば地震や津波等が未

明にあった場合、学校の施設は避難施設に指定さ

れている場合が多いのですが、その場合、恐らく

施錠されていると思うのです。そのときの対応は

どうなのか、ちょっとお伺いしたいと思います。

〇議長（白井二郎） 教育部長。

〇教育部長（金澤寿々子） お答えいたします。

早朝に学校を避難施設とする必要が生じた場合

は、防災安全課から要請を受けて、教育委員会か

ら学校に連絡をして開設をすることとしておりま

す。その際、教育委員会と学校とは連絡体制が確

立されておりますので、事態発生の時間帯にかか

わらず迅速な対応ができるものと考えておりま

す。

〇議長（白井二郎） 24番。

〇24番（岡崎健吾） 私が一番心配しているのは、

学校に誰もいないわけですよね。その際、どうす

るのか。やはりそこら辺については、市の防災担

当課のほうと協議、検討が私は必要なのではない

かなと思いますが、どうでしょうか。

〇議長（白井二郎） 教育部長。

〇教育部長（金澤寿々子） お答えいたします。

自然災害と同じような対応になりますけれど

も、先ほど申し上げましたとおり、学校との連絡

体制はきちんと確立しておりますので、うちのほ

うから学校の教頭とか責任者のほうに連絡を入れ

て、鍵をあけるなどして避難所として開設しても

らうこととしております。

〇議長（白井二郎） 24番。

（ ） 、 、〇24番 岡崎健吾 例えば川内 脇野沢なんかは

学校責任者である校長先生はむつ地区にいるので

すよね。ですから、それこそ万が一の場合に、す

ぐに施錠が解けるような、そういう状態をつくる

べきではないかと思いますが、どうでしょうか。

〇議長（白井二郎） 教育部長。

〇教育部長（金澤寿々子） お答えいたします。

先ほど責任者と言いましたけれども、教頭とか

そのような方、学校の管理にかかわる方は必ず近

、 、くに 今現在脇野沢の教頭先生にいたしましても

教員住宅……管理責任者は必ずすぐ対応できるよ

うに連絡体制はとっております。

〇議長（白井二郎） 24番。

〇24番（岡崎健吾） 近くの教員住宅に住んでいる

ということでありますので、それはそれで理解い

たしました。

、 、次に 川内地区のスクールバスについてですが

先ほど教育長は実情を踏まえて検討するのだとい

うことでありました。ヒアリングの際に、スクー

ルバスの現状はこのままでいいと、保護者と余り

協議をしないというふうな答えをいただいていま

したので、これをちょっと、このスクールバスを

メーンにやろうかなと思って、いろいろ大分資料

をそろえてきたのですが、そう言われれば、なか

なか次の質問が出てこないというところもあるの

ですが。

ただ１点だけ、これまでのことを含めながら言

わせてもらえれば、実は私先般旧小学校から新し

い学校まで歩いてみました。私の足で34分、多分

子供の足だと50分ぐらいはかかるのかなという。

これから冬本番を迎えて、もとの小学校から１年

生がジャンパーを着て、そして重いランドセルを

しょって学校までというと１時間くらいかかると

思います。私は、もう疲れ切って、勉強どころで

はないのではないかというふうに心配もするので

すが、せめて弾力的といいますか、１年生だけで

もこの３学期から乗れるように、ぜひこれは検討

していただきたい。市長がよく言われるスピード

感を持ってやってください。ほかの部分について
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は、３月以降考えてもいいです。とにかくスピー

ド感を持っていろいろ協議をしていただきたいと

思いますが、どうでしょうか。

〇議長（白井二郎） 教育部長。

〇教育部長（金澤寿々子） お答えいたします。

スピード感を持って対応していきたいと思いま

すけれども、実態把握とかそういうのもございま

すので、その点検討させていただきたいと考えて

おります。

〇議長（白井二郎） 24番。

（ ） 。〇24番 岡崎健吾 検討するということですから

ただ、もう一つ、こういう事例がありました。

何年か前に、台風か何かで小・中一斉に帰ると。

桧川地区なのですが、小学生と中学生の兄弟がい

て、小学生はバスに乗れて中学生は乗れない。雨

がざあざあ降っている。保護者は怒りました。何

でバスもあいているのに兄弟で乗れないのだと。

こういう事例もありますので、ぜひ検討する、今

やるのだというふうな話も聞ければ、これは大変

うれしいのですが、そういうことを踏まえて、ぜ

ひスピーディーな対応をお願いをしたいと思いま

す。

最後に就学援助についてですが、先ほどの答弁

で十分わかりました。

（ 取り下げるって言った」の声「

あり）

〇24番（岡崎健吾） いや、ヒアリングで、再質問

はやるということはしゃべっていましたので。

１点だけ。今子供たちがランドセルをしょって

学校へ通学しています。このランドセルは、むつ

市では必ずランドセルで行かなければならないと

いうふうな義務化されているのかどうか、その１

点をちょっとお聞きしたいと思います。

〇議長（白井二郎） 教育部長。

〇教育部長（金澤寿々子） お答えいたします。

市内の小学校においてランドセルの使用が義務

化されているかということでございますけれど

も、市内の小学校、全13校に確認いたしましたと

ころ、義務化している小学校はございません。し

かしながら、児童の登下校時の安全を考慮いたし

まして、背中に背負うものを使用することが慣例

となっており、ランドセルを使用している児童が

多くなっているものと思われます。

以上です。

〇議長（白井二郎） 24番。

〇24番（岡崎健吾） 義務化はされていないという

ことでありますが、最近子育て世帯の家計負担を

めぐって各地の自治体で、議会で、このランドセ

ルの問題がよく出ているみたいです。先ほどラン

ドセルが３万円とか５万円とかという話も出まし

たが、それより安い通学用かばんで価格が１万円

前後のランリュックというのが、そういう問題に

なっている自治体で販売されているということも

あります。私と同じように、小学校にはランドセ

ルで登校しないといけないと勘違いしている児

童、保護者もまたいるかと思いますので、そのこ

とを私は保護者に周知してもよいのではないかと

思うのですが、どうでしょうか。

〇議長（白井二郎） 教育部長。

〇教育部長（金澤寿々子） お答えいたします。

学校と協議しながら検討したいと思いますの

で、ご理解賜りたいと思います。

〇議長（白井二郎） 24番。

〇24番（岡崎健吾） 恐らくこの議場の中にいる皆

さんもそうだと思います。それから、ラジオを聞

いている市民の方々も、必ずランドセルでなけれ

ばならないという、そういうふうに思っている方

がかなり多いのではないかと思います。私はやっ

ぱり、さっきちょっと後ろから声が聞こえたので

すが、自由化というのですか、そういうのもあっ

てしかるべきだと。ただ、周知をしないことには

判断もできませんので、私はやっぱりそういう配
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慮とか優しさも必要なのではないかと思います。

、 。午前中の答弁の中に いい言葉を見つけました

優しさでつながるまちづくりをする、市長が考え

たのかどうかわかりませんが……

（ いや、私」の声あり）「

〇24番（岡崎健吾） ああ、そうですか。非常にい

い言葉だと思います。私もこの言葉を忘れず、順

調にいけばあと１年10カ月余り、頑張りたいと思

います。

これで一般質問を終わります。

〇議長（白井二郎） これで、岡崎健吾議員の質問

を終わります。

◎散会の宣告

〇議長（白井二郎） 以上で本日の日程は全部終わ

りました。

なお、明12月８日は大瀧次男議員、濵田栄子議

員、鎌田ちよ子議員、横垣成年議員の一般質問を

行います。

本日はこれで散会いたします。

午後 ２時５８分 散会
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